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は
じ
め
に

は
じ
め
に

　

本
誌
『
北
の
丸
』
で
は
、
省
庁
・
政
府
機
関
か
ら
国
立
公
文
書
館
（
以
下
「
当
館
」

と
表
記
）
へ
と
移
管
さ
れ
た
文
書
に
関
す
る
論
稿
を
多
数
発
表
し
て
き
た
１

。
本
稿
も

そ
の
流
れ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
論
稿
と
や
や
趣
を
異
に
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
分
析
の
対
象
と
な
る
「
内
務
省
」
は
、
敗
戦
後
の
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）

年
末
に
、
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
の
民
主
化
政
策
に
基
づ
い
て

廃
止
・
解
体
さ
れ
た
、
現
存
し
な
い
省
庁
で
あ
る
と
い
う
一
つ
の
特
徴
が
あ
る
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
、
内
務
省
関
係
の
文
書
を
含
む
資
料
が
、
当
館
に
は
ま
と
ま
っ
た

形
で
所
蔵
さ
れ
て
お
ら
ず
、
他
省
庁
か
ら
移
管
さ
れ
た
文
書
の
中
に
、
分
散
す
る
形
で

存
在
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
特
徴
も
ま
た
内
務
省
の
解
体
と
い
う
事
象

に
深
く
関
連
し
て
い
る
。

　

内
務
省
は
、
一
九
四
七
年
末
に
完
全
に
解
体
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
解
体
に
伴
っ
て

同
省
が
持
っ
て
い
た
機
能
も
、
複
数
の
省
庁
へ
分
割
継
承
さ
れ
た
。
そ
れ
に
付
随
し
て

同
省
が
所
蔵
し
て
い
た
関
連
文
書
も
ま
た
、
機
能
を
引
き
継
い
だ
複
数
の
省
庁
に
分
割

さ
れ
て
各
々
の
省
庁
へ
と
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
２

。
裏
を
返
せ
ば

現
在
複
数
の
省
庁
が
所
管
し
て
い
る
行
政
領
域
は
、
戦
前
期
に
お
い
て
内
務
省
と
い
う

一
組
織
が
、
ま
と
め
て
所
管
し
て
い
た
形
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

後
で
も
触
れ
る
が
、
内
務
省
が
解
体
さ
れ
た
後
、
同
省
内
の
他
部
局
の
所
管
業
務
を

継
承
し
た
、
警
察
庁
・
総
務
省
・
厚
生
労
働
省
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
各
省
庁
は
、
現
在

の
日
本
に
お
い
て
も
な
お
、
広
範
な
行
政
領
域
を
司
る
省
庁
機
構
の
中
枢
に
位
置
す
る

巨
大
な
組
織
群
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
近
代
日
本
の
行
政
領
域
に
お
け
る
内
務
省

と
い
う
組
織
の
大
き
さ
や
重
要
性
を
逆
に
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
近
代
日
本
の
行
政
領
域
の
中
枢
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
組
織
で
あ
っ
た

内
務
省
に
関
連
す
る
文
書
資
料
群
も
ま
た
、
近
代
日
本
の
内
政
に
つ
い
て
考
え
る
上
で

欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
稿
で
対
象
と
す
る
内
務
省
関
係
資
料
に
つ
い
て

考
え
る
に
当
た
り
、
念
頭
に
置
い
て
お
く
べ
き
こ
と
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
現
在
の

当
館
に
お
け
る
移
管
文
書
資
料
の
保
存
・
公
開
が
、
原
則
的
に
資
料
の
移
管
元
単
位
・

資
料
の
簿
冊
単
位
で
行
わ
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
当
館
で
は
現
在
、
内
務
省
の
警
察
行
政
を
統
轄
し
て
い
た
、
同
省
「
警
保
局
」

の
関
連
資
料
群
が
、
内
務
省
の
警
察
行
政
を
引
き
継
い
だ
警
察
庁
か
ら
の
移
管
文
書
群

の
中
に
、「
内
務
省
警
保
局
文
書
」（「
平
９
警
察
」
３

）
と
い
う
形
で
存
在
し
て
い
る
。

そ
し
て
同
局
の
所
管
下
に
あ
っ
た
全
国
の
警
察
部
長
が
、
一
堂
に
会
す
る
形
で
定
期
的

に
開
催
さ
れ
て
い
た
「
警
察
部
長
会
議
」
の
関
連
資
料
に
つ
い
て
も
、
内
務
省
警
保
局

文
書
の
中
に
存
在
し
て
い
る
４

。
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し
か
し
同
会
議
の
資
料
は
、
敗
戦
後
日
本
に
駐
留
し
た
占
領
軍
に
押
収
さ
れ
、
米
国

の
議
会
図
書
館
に
長
ら
く
所
蔵
さ
れ
た
後
、
一
九
七
〇
年
代
に
日
本
に
返
還
さ
れ
て
、

内
閣
・
総
理
府
を
経
由
す
る
形
で
当
館
へ
移
管
さ
れ
た
「
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た
公
文
書
」

（「
返
青
・
内
務
省
等
関
係
」）
の
中
に
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
５

。

ま
た
、
現
在
「
内
務
省
警
保
局
文
書
」
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
資
料
群
中
に
は
、

例
え
ば
「
筑
後
川
引
水
計
画
工
事
概
算
書
」（
平
９
警
察
０
０
８
０
２
１
０
０
）
な
ど
、

内
務
省
警
保
局
と
は
直
接
関
係
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
資
料
も
存
在
し
て
い
る
。

以
上
の
例
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
当
館
所
蔵
の
内
務
省
関
係
資
料
は
、
同
一

業
務
に
関
す
る
資
料
で
あ
っ
て
も
、
移
管
元
組
織
・
移
管
状
況
な
ど
に
準
じ
て
区
分
け

さ
れ
た
資
料
群
中
に
分
散
・
分
布
し
て
い
る
。
ま
た
一
見
内
務
省
・
省
内
部
局
と
関
係

な
い
よ
う
に
見
え
る
資
料
も
、
現
状
で
は
一
緒
に
保
存
・
公
開
さ
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
当
館
は
、「
各
省
の
分
類
し
て
い
た
方
法
を
崩
さ
な
い
で
、
向
こ
う
の
書
架

に
お
さ
ま
っ
て
い
た
形
を
そ
の
ま
ん
ま
こ
ち
ら
の
書
架
に
移
し
か
え
る
」
方
法
で
移
管

資
料
整
理
・
排
架
を
ス
タ
ー
ト
し
た
６

。
だ
が
そ
の
後
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
原
則
・
国
際

標
準
な
ど
を
踏
ま
え
た
整
理
・
排
架
を
行
う
形
と
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

そ
し
て
文
書
の
「
原
秩
序
」
に
基
づ
く
整
理
・
排
架
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

現
在
当
館
が
所
蔵
し
て
い
る
内
務
省
関
係
資
料
は
、
内
務
省
と
い
う
現
存
し
な
い
組
織

単
位
で
整
理
・
保
存
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
同
省
解
体
後
に
所
管
業
務
を
引
き
継
い
だ
、

複
数
の
後
継
省
庁
の
資
料
群
の
中
に
分
散
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
整
理
・
排
架
の
結
果
、
特
定
の
テ
ー
マ
に
基
づ
く
既
刊
の
資
料
集
に
個
別

資
料
が
収
録
さ
れ
る
事
例
は
あ
っ
て
も
、
当
館
が
所
蔵
す
る
内
務
省
関
係
資
料
の
実
態

把
握
は
、
困
難
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
７

。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
内
務
省
の
解
体
経
緯
な
ど
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
解
体
後
に
業
務

を
継
承
し
た
各
省
庁
か
ら
当
館
へ
の
、
内
務
省
関
係
資
料
を
含
む
資
料
の
移
管
年
度
・

経
過
や
、
移
管
さ
れ
た
資
料
の
概
要
・
年
代
分
布
な
ど
に
関
す
る
分
析
を
行
い
た
い
。

ま
た
そ
の
際
、
内
務
省
で
の
文
書
保
存
・
取
扱
規
程
な
ど
に
触
れ
な
が
ら
、
資
料
の

保
存
・
移
管
の
特
徴
な
ど
も
含
め
て
分
析
を
行
う
。
こ
の
分
析
に
よ
り
、
内
務
省
解
体

後
に
各
省
庁
へ
と
引
き
継
が
れ
た
後
、
そ
れ
ら
の
省
庁
を
経
由
し
て
、
最
終
的
に
当
館

へ
と
移
管
さ
れ
た
内
務
省
関
係
資
料
の
実
態
把
握
を
目
指
し
た
い
。
そ
し
て
同
時
に
、

同
資
料
の
現
状
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

さ
ら
に
、
上
記
し
た
資
料
移
管
の
経
緯
な
ど
に
伴
い
、
当
館
に
お
け
る
内
務
省
関
係

資
料
が
内
務
省
と
い
う
枠
で
ま
と
ま
ら
ず
に
、
分
散
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、

本
稿
の
調
査
・
分
析
を
通
し
て
、
同
資
料
の
円
滑
な
利
用
の
た
め
に
今
後
考
え
ら
れ
る

ア
プ
ロ
ー
チ
・
方
策
の
可
能
性
な
ど
も
示
す
こ
と
が
出
来
れ
ば
と
考
え
る
。

そ
し
て
最
終
的
に
は
、
内
務
省
関
係
資
料
の
分
析
・
検
討
な
ど
を
通
し
て
、
当
館
が

所
蔵
し
て
い
る
各
種
資
料
の
利
用
者
に
対
す
る
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
参
考
と
な
り
得
る

よ
う
な
、
意
味
の
あ
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
も
目
指
し
た
い
８

。

一
．
当
館
所
蔵
の
内
務
省
関
係
文
書
に
つ
い
て

一
．
当
館
所
蔵
の
内
務
省
関
係
文
書
に
つ
い
て

一
．
一　

内
務
省
の
組
織
と
そ
の
変
遷

一
．
一　

内
務
省
の
組
織
と
そ
の
変
遷

そ
も
そ
も
内
務
省
は
、
明
治
新
政
府
の
遣
米
欧
使
節
団
（
岩
倉
使
節
団
）
の
帰
国
、

及
び
「
明
治
六
年
の
政
変
」
な
ど
を
経
た
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
一
一
月
に
創
設

さ
れ
た
。
同
省
の
創
設
に
当
た
っ
て
は
、
政
変
後
の
政
治
と
政
府
機
構
の
再
編
を
主
導

し
て
い
た
大
久
保
利
通
を
省
の
長
と
な
る
「
内
務
卿
」
に
据
え
、
大
蔵
省
・
工
部
省
・

司
法
省
な
ど
の
一
部
所
管
業
務
を
移
管
す
る
形
で
、
組
織
の
基
盤
が
形
成
さ
れ
た
。

な
お
、
創
設
さ
れ
た
当
初
内
務
省
は
、
勧
業
・
警
保
・
戸
籍
・
駅
逓
・
土
木
・
地
理

の
六
寮
と
測
量
司
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
形
で
あ
っ
た
９

。
そ
の
後
同
省
は

、 
10
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・
宗
教

・
宗
教
…
一
八
七
七
（
明
治
一
〇
）
年
に
「
社
寺
局
」
設
置
。
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）

年
に
神
道
関
連
を
司
る
「
神
社
局
」
を
新
設
。
社
寺
局
は
「
宗
教
局
」
へ
組
織
改
編
。

・
地
方
行
政
・
地
方
自
治

・
地
方
行
政
・
地
方
自
治
…
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
に
「
県
治
局
」
設
置
。
同
局

は
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
に
「
地
方
局
」
へ
改
称
。

・
衛
生

・
衛
生
…
一
八
八
五
年
に
「
衛
生
局
」
設
置
。

・
社
会
事
業
・
労
働

・
社
会
事
業
・
労
働
…
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
に
「
社
会
局
」
設
置
。

な
ど
、
よ
り
広
範
な
領
域
を
司
る
一
大
組
織
に
成
長
し
て
い
く
。
そ
の
一
方
で
内
務
省

か
ら
他
省
庁
に
移
管
さ
れ
た
業
務
も
存
在
し
、
後
述
す
る
一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年

の
衛
生
・
社
会
事
業
・
労
働
関
連
業
務
な
ど
の
「
厚
生
省
」
へ
の
移
管
の
ほ
か
、

・
農
工
商
勧
業

・
農
工
商
勧
業
…
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
に
新
設
さ
れ
た
農
商
務
省
へ
と
移
管
。

・
監
獄
行
政

・
監
獄
行
政
…
一
九
〇
〇
年
の
監
獄
局
廃
止
と
共
に
司
法
省
へ
と
移
管
。

・
植
民
地
行
政

・
植
民
地
行
政
…
台
湾
・
樺
太
行
政
の
監
督
業
務
は
、
最
終
的
に
一
九
一
〇
（
明
治

四
三
）
年
の
内
閣
「
拓
殖
局
」
設
置
に
伴
っ
て
同
局
へ
と
移
管
。

・
国
家
神
道
以
外
の
宗
教

・
国
家
神
道
以
外
の
宗
教
…
一
九
一
三
（
大
正
二
）
年
宗
教
局
廃
止
と
共
に
、
文
部
省

に
新
設
さ
れ
た
「
宗
教
局
」（
後
に
「
教
化
局
」
に
改
組
）
へ
と
移
管
。

な
ど
の
領
域
が
、
内
務
省
の
存
在
期
間
中
に
同
省
か
ら
分
離
す
る
形
と
な
る
。

　

そ
し
て
組
織
解
体
時
の
内
務
省
は
、
省
内
部
局
・
業
務
の
調
整
、
処
務
統
括
な
ど
を

行
う
「
大
臣
官
房
」
と
調
査
・
国
土
・
地
方
・
警
保
の
四
局
、
そ
れ
に
加
え
て
土
木
・

地
理
関
係
の
試
験
・
調
査
機
関
で
構
成
さ
れ
る
形
の
組
織
と
な
っ
て
い
た
。
解
体
時
の

部
局
数
だ
け
を
見
る
と
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
組
織
に
も
見
え
る
が
、
内
務
省
内
の
各
部
局

が
所
管
す
る
業
務
領
域
は
、
依
然
と
し
て
非
常
に
広
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。

一
．
二　

調
査
・
分
析
対
象
資
料
の
範
囲
・
現
在
の
所
蔵
状
況

一
．
二　

調
査
・
分
析
対
象
資
料
の
範
囲
・
現
在
の
所
蔵
状
況

　

話
を
進
め
る
に
際
し
、
本
稿
で
調
査
・
分
析
の
対
象
と
な
る
「
内
務
省
関
係
資
料
」

に
つ
い
て
説
明
を
し
て
お
く
。
同
資
料
は
文
字
ど
お
り
、
内
務
省
と
同
省
所
属
の
部
局

が
同
省
の
存
在
期
間
中
に
作
成
・
受
領
し
た
資
料
の
総
称
と
い
う
形
に
な
る
。

そ
し
て
本
稿
に
お
け
る
調
査
に
際
し
て
は
、
資
料
一
点
ご
と
の
内
容
を
確
認

し
た
上

で
、
以
下
の
基
準
に
基
づ
き
内
務
省
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
資
料
を
抽
出
し
た
。

・「
作
成
・
取
得
部
局
」
が
内
務
省
、
及
び
省
内
の
部
局
・
地
方
機
関
で
あ
る
も
の
。

・「
作
成
・
取
得
部
局
」
が
内
務
省
、
及
び
省
内
の
部
局
・
地
方
機
関
で
あ
る
も
の
。

・
内
務
省
・
省
内
の
部
局
が
作
成
・
取
得
し
た
資
料
で
あ
る
と
実
際
に
わ
か
る
も
の
。

・
内
務
省
・
省
内
の
部
局
が
作
成
・
取
得
し
た
資
料
で
あ
る
と
実
際
に
わ
か
る
も
の
。

　

こ
の
作
業
過
程
で
、
例
え
ば
「
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た
公
文
書
」
の
「
返
赤
・
旧
陸

海
軍
関
係
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
資
料
の
中
に
、
明
ら
か
に
内
務
省
が
作
成
し
た
も
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
資
料
が
存
在
す
る
事
例
も
散
見
さ
れ
る
に
至
っ
た

。
ま
た
、
本
稿

で
調
査
対
象
と
し
た
資
料
は
、
当
館
へ
移
管
さ
れ
た
資
料
群
の
う
ち
、
一
八
七
三
年
～

一
九
四
七
年
の
間
（
内
務
省
が
存
在
し
て
い
た
期
間
）
に
内
務
省
内
部
で
作
成
さ
れ
た

内
務
省
内
部
で
作
成
さ
れ
た

資
料
、
ま
た
は
同
期
間
中
に
内
務
省
が
他
機
関
か
ら
受
領
し
た
資
料

資
料
、
ま
た
は
同
期
間
中
に
内
務
省
が
他
機
関
か
ら
受
領
し
た
資
料
で
あ
る

。

　

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
内
務
省
と
い
う
組
織
が
、
戦
前
期
日
本
の
行
政
領
域
の
中

に
占
め
る
割
合
の
極
め
て
大
き
な
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

一
九
四
七
年
末
の
同
省
解
体
後
に
、
そ
の
所
管
業
務
を
引
き
継
い
だ
省
庁
・
政
府
機
関

か
ら
の
当
館
へ
の
移
管
資
料
の
中
に
も
、
内
務
省
に
関
連
す
る
各
種
資
料
が
、
相
当
量

存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
実
に
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
時
点
に
お
け
る
当
館
所
蔵
資
料
中
の
、
内
務
省
各
部
局
に
関
連

す
る
資
料
の
所
蔵
状
況
は
、
以
下
の
表
１
表
１
で
示
す
と
お
り
と
な
っ
て
い
る

。 
11 

12 

13 

14



 

表１　当館における内務省関係資料の所蔵状況表１　当館における内務省関係資料の所蔵状況

内務省内の部局（存在期間） 所管業務の移管先（移管・廃止された年） 当館での関係資料の所蔵有無、所蔵資料の概要・備考

所蔵が確認できない部局
勧業寮→勧業局→勧農局（1874（明治 

7）年～1881年）
農商務省（1881年） なし

駅逓寮→駅逓局（1874年～1881年） 農商務省（1881年） なし

戸籍寮→戸籍局（1874年～1886年） 内務省総務局（1886年） なし

博物館→博物局（1875年～1881年） 農商務省（1881年） なし

内局（1876年～1885年） 内務省官房（1885年） なし
図書局（1876年～1885年・1890（明治 

23）年～1891（明治24）年）
内務省総務局（1885年）
庶務局（1891年）

なし

庶務局（ 1876年～ 1885年・ 1891年～ 

1898年）
内務省総務局（1898年）
大臣官房（1898年）

なし

社寺局（1877年～1900年）
内務省神社局・宗教局（1900年。両局に業務
を分割継承）

なし

登記法取調掛→登記法取調局（1881年～ 

1884（明治17）年）
廃止（1884年） なし

会計局（1885年～1891年） 内務省庶務局（1891年） なし
総務局（ 1885年～ 1891年・ 1900年～ 

1903（明治36）年）
大臣官房（1891年・1903年） なし

造神宮使庁（1887（明治20）年～1946
年）

廃止（1946年） なし

監獄局（1897年～1904（明治37）年） 司法省（1900年） なし

北海道局（1897年～1898年） 内務大臣官房（1898年）→総務局（1900年）
なし。
鉄道免許関連では「渡島鉄道関係」（昭４７運輸００４６９１００）の資料が
存在するが、同資料は、鉄道関連の業務が逓信省に移管された後の資料。

台湾事務局（1898年）
総務局・大臣官房台湾課（1898年～1910年）
内閣拓殖局（1910年）→拓務省（1929年）

昭和期の植民地財政にまつわる資料は、「寄贈・寄託文書」中（「昭和財政史
資料」・「井出成三関係文書」など）に所蔵あり。だが内務省の植民地行政に
関連する資料は当館に所蔵なし。

神社局（1900年～1940年） 神祇院（1940年） なし

復興局（1924（大正13）年～1930年） 復興事務局（1930（昭和5）年） なし

管理局（1942年～1946年） 外務省（1946年） なし

他部局の受領資料のみ所蔵が確認できる部局

宗教局（1900年～1913年） 文部省（1913年）
同局作成の「モルモン宗」に関する参考資料が、「内務大臣決裁文書」明治36
年分（平９警察００６９３１００）内に収録あり。
文部省からの移管資料中には、内務省宗教局時代の資料はなし。

復興事務局（1930年～1932年） 廃止（1932年）
同局作成の「帝都復興事業誌」5点が、「旧内務省等関係」（平２６警察００
２４０１００～００２４４１００）に所蔵あり。

神祇院（1940年～1946年） 廃止（1946年）
同院「教務局」作成の「宣戦奉告の御祭文を拝して」が「内務省警保局文書」
（平９警察００５９７１００）内に収録あり。

他部局作成の関連資料のみ所蔵が確認できる部局

計画局（1937年～1941年） 内務省国土局・防空局（1941年）
同局についての警察側の関連資料が、「地方長官警察部長会議書類」昭和13年
分（平９警察００３１１１００）・「種村氏警察参考資料」（同００７６０１
００）内に各1点存在するが、同局作成の文書については当館に所蔵なし。

防空局（1941年～1943年） 防空総本部（1944年）

同組織の設立に伴う警察側の関連資料が、「警保局長決裁文書」昭和19年分
（平９警察００２３３１００）に収録あり。
自治省移管の「地方行政」関連の簿冊（地方局）に、同局関連資料（「大日本
防空協会」関連。昭４８自治００２２７１００）が収録されているが、同局が
作成した文書については当館に所蔵なし。

防空総本部（1943年～1945年） 廃止（1945年）

同組織設立に伴う警察側の関連資料が、「警保局長決裁文書」昭和19・20年分
（平９警察００２３３１００・００２３４１００）に収録。
「返青」に、同局「警防室」が作成した「防空情報」の資料を含んだ資料綴
（返青２９００５０２０。ただし同綴は、各地方裁判所から司法省に対し提出
された報告資料）が存在。

所蔵が確認できる部局

土木局（1877年～1941年）
国土局（1941年～1947年）

建設院（1947年）
運輸省から移管された鉄道免許関連資料、建設省から移管された河川・砂防・
軌道などの関連資料が多数存在。
内務省土木寮時代（1874年～1876年）の資料については当館に所蔵なし。



 

警
保
局
（
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
～
一
九
四
七
年
）

①
警
察
庁
…

県
治
局
・
地
方
局
（
一
八
八
五
年
～
一
九
四
七
年
）

②
自
治
省

年
）

③
厚
生
省
……
衛
生
局
・
社
会
局
（
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
・
一
九
二
〇
年
～
一
九
三
八

社
会
局
（
一
九
二
〇
年
～
一
九
三
八
年
）
関
係

④
労
働
省
…

「
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た
公
文
書
」

⑤
内
閣
・
総
理
府
…

内務省内の部局（存在期間） 所管業務の移管先（移管・廃止された年） 当館での関係資料の所蔵有無、所蔵資料の概要・備考

地理局（1877年～1891年） 内務省庶務局（1891年）

林野庁から移管された「森林管理局」関連資料内に、同局地方出張所に関する
資料６点あり。
なお内務省地理寮（1874年～1876年）時代の資料、及び1874年に同寮内部局
となった「測量司」の資料は当館に所蔵なし。

鉄道庁（1890年～1892（明治25）年） 逓信省（1892年）
運輸省から移管された「陸運関係」―「鉄道関係」の資料内に、鉄道免許関連
資料が存在。

内務省官房（1885年）→大臣官房（1886
年～1947年）

内事局（1947年）

内務省官房秘書課が作成した資料が、自治省から移管された「地方行政」関連
簿冊に収録あり。
「米国から返還された公文書」内に、大臣官房・官房秘書課作成の資料2点
（返赤１１０１６１００・返青２１００７０００）が存在。
自治省から移管された「地方行政」資料内に、大臣官房作成の資料が存在。
建設省から移管された「都市計画関係」資料内に、大臣官房都市計画課作成の
資料が存在。
また文部省から移管された、「史跡名勝天然記念物保存」関連資料（「旧分類
文書」―「第二教育門つ」）中に、内務大臣官房地理課時代の資料が存在。

調査部（ 1945年～ 1946年） →調査局
（1946年～1947年）

内事局（1947年）

「返青」に「解体兵器等」処理機構に関連する資料（返青１１０２２０００。
商工省総務局及び、内務省調査部の長による連名文書）あり。
また調査局作成の「旧陸海軍現役将校出身区分表」が収録された「参考綴」
（平２７法務０１３３７１００）の資料が、公安調査庁からの移管資料の中に
存在するが、同資料は司法省（法務庁→法務府を経て、公安調査庁）作成資料
であり、内務省関連資料とは断定出来ず。

都市計画局（1922年～1924年） 内務省大臣官房都市計画課（1924年）
建設省から移管された「都市計画関係」資料内に、兵庫県・愛知県の都市計画
関連資料の簿冊各1冊が存在し、内務省都市計画局時代の資料も収録あり。

警保局（1876年～1947年） 内事局（1947年） 警察庁からの移管資料多数（本文参照）。

県治局→地方局（1885年～1947年） 内事局（1947年） 自治省からの移管資料多数（本文参照）。

社会局（1920年～1938年） 厚生省（1938年） 厚生省・労働省からの移管資料多数（本文参照）。

衛生局（1875年～1938年） 厚生省（1938年）

厚生省移管資料に加え、同局「保険課」の資料が建設省から移管された「都市
計画関係」資料内に、「公共下水道」の許認可関連資料中に多数存在。
また環境庁から移管された「国立公園」の管理・計画等関連資料内に、同局
「保険課」時代の資料が存在。

要
す
る
に
、
当
館
が
所
蔵
す
る
内
務
省
関
係
資
料
は
、
内
務
省
内
の
限
ら
れ
た
部
局

に
関
連
す
る
資
料
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
中
核

と
も
言
え
る
の
が
、
以
下
の
五
つ
の
省
庁
か
ら
移
管
さ
れ
た
資
料
群
と
な
る
。 

①
警
察
庁

警
保
局
（
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
～
一
九
四
七
年
）

・
内
務
省
警…
保
局
文
書

・
旧
内
務
省
等
関
係

・
警
察
大
学
校
関
係

・
長
官
官
房
関
係 

②
自
治
省

県
治
局
・
地
方
局
（
一
八
八
五
年
～
一
九
四
七
年
）

・③年
内厚）
務生
省省
文……
書衛
（生
地局
方・
行社
政会
関局
係（
）一

八
七
五
（
明
治
八
）
年
・
一
九
二
〇
年
～
一
九
三
八

・
厚
生
一
般
・
会
計
関
係

・
児
童
福
祉
・
ユ
ニ
セ
フ
関
係 

④
労
働
省

社
会
局
（
一
九
二
〇
年
～
一
九
三
八
年
）
関
係

・
大
臣
官
房…
関
係

・
労
働
基
準
局
関
係 

⑤
内
閣
・
総
理
府

「
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た
公
文
書
」

・
返
赤
・
旧
陸
海
軍…
関
係

・
返
青
・
内
務
省
等
関
係

た
だ
し
、
こ
の
五
省
庁
か
ら
の
移
管
資
料
に
加
え
て
、
本
稿
の
調
査
に
お
い
て
一
旦

調
査
の
対
象
外
と
し
た
、
建
設
省
・
運
輸
省
な
ど
か
ら
の
移
管
資
料
群
が
存
在
す
る
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
（
注
１
３
参
照
）。

七



八

国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
内
務
省
関
係
資
料
に
つ
い
て

『
北
の
丸
』
第 
58
号

ま
た
、
上
記
し
た
五
省
庁
か
ら
移
管
さ
れ
た
文
書
に
含
ま
れ
る
、
内
務
省
関
連
の
文
書
・

資
料
類
は
、
主
に
警
保
局
（
警
察
・
消
防
）・
地
方
局
（
地
方
行
政
）・
衛
生
局
（
衛
生
）・

社
会
局
（
労
働
）
の
各
部
局
に
関
す
る
資
料
、
省
内
全
体
の
事
務
・
処
務
に
関
す
る
資
料
、

及
び
い
ず
れ
に
も
分
類
さ
れ
な
い
雑
多
な
資
料
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
前
述
の
よ
う
に
、
内
務
省
解
体
当
時
の
同
省
内
部
局
は
、
調
査
・
国
土
・
地
方
・

警
保
の
四
局
と
大
臣
官
房
と
い
う
形
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
、
建
設
院
へ
一
九
四
七

年
中
に
移
管
さ
れ
た
国
土
局
を
除
く
調
査
・
地
方
・
警
保
の
三
局
、
及
び
大
臣
官
房
に

関
連
す
る
所
管
業
務
の
引
き
継
ぎ
は
、同
年
末
時
点
で
は
完
了
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

後
継
機
関
設
立
ま
で
の
間
の
残
務
処
理
を
行
う
機
関
と
し
て
、
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）

年
一
月
に
「
内
事
局
」
が
内
閣
へ
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
最
終
的
に
、
旧
内
務
省
内
各
部
局
は
一
九
四
八
年
三
月
ま
で
に
、
後
継
機
関

に
業
務
を
継
承
す
る
形
と
な
っ
た
（
各
部
局
の
後
継
機
関
に
つ
い
て
は
後
述
）。
こ
れ
に

よ
り
役
目
を
終
え
た
内
事
局
も
ま
た
同
月
で
廃
止
と
な
り
、
内
務
省
解
体
後
の
業
務
の

継
承
は
、
こ
の
時
点
を
も
っ
て
全
て
完
了
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

結
果
と
し
て
、
現
在
当
館
が
所
蔵
す
る
内
務
省
関
係
資
料
の
移
管
元
に
当
た
る
省
庁

は
「
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た
公
文
書
」（
内
閣
・
総
理
府
）、
及
び
戦
前
期
に
業
務
移
管

が
済
ん
で
い
た
社
会
局
・
衛
生
局
（
厚
生
省
）
を
除
く
と
、
内
務
省
に
最
後
ま
で
残
存

し
て
い
た
部
局
の
業
務
を
継
承
し
た
省
庁
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
う
し
た
意
味
で
は
、
内
務
省
解
体
後
の
同
省
関
連
文
書
の
移
動
は
、
主
な
資
料
群

の
移
管
元
を
見
る
限
り
で
は
、
結
果
的
に
円
滑
な
形
で
遂
行
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も

で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
内
務
省
の
業
務
を
継
承
し
た
組
織
・
機
関
か
ら
の
当
館
へ

の
文
書
移
管
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
省
庁
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
特
に
警
察
庁

か
ら
の
移
管
文
書
の
場
合
、
後
述
す
る
よ
う
に
他
省
庁
か
ら
の
文
書
移
管
と
は
性
質
が

異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
内
務
省
関
係
資
料
を
特
徴
付
け
る
部
分
で
も
あ
ろ
う
。

一
．
三　

調
査
・
分
析
対
象
資
料
の
内
務
省
に
お
け
る
位
置
付
け

一
．
三　

調
査
・
分
析
対
象
資
料
の
内
務
省
に
お
け
る
位
置
付
け

こ
こ
か
ら
は
、
内
務
省
関
係
資
料
の
内
容
に
つ
い
て
、
前
述
の
五
つ
の
移
管
元
省
庁

ご
と
に
見
て
い
く
。
ま
ず
、
同
資
料
の
年
代
範
囲
と
し
て
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

①
警
察
庁

①
警
察
庁

・
内
務
省
警
保
局
文
書
…
「
警
保
局
長
決
裁
文
書
」
が
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
か
ら
、

「
内
務
大
臣
決
裁
文
書
」
が
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
か
ら
存
在
す
る
。
そ
し
て
こ
の

他
の
資
料
も
含
め
て
、
内
務
省
廃
止
時
期
ま
で
の
資
料
が
存
在
す
る
。

・
旧
内
務
省
等
関
係
…
「
警
務
要
書
」（
一
八
八
五
年
）
が
最
も
古
い
。
こ
の
他
の
資
料

も
含
め
て
、
内
務
省
廃
止
時
期
ま
で
の
資
料
が
存
在
す
る
。

・
警
察
大
学
校
関
係
…
明
治
初
年
度
作
成
の
「
新
律
綱
領
」・「
改
定
律
令
」
が
最
も
古
い
。

主
に
昭
和
年
間
を
中
心
に
内
務
省
廃
止
時
期
ま
で
の
資
料
が
存
在
す
る
。

・
長
官
官
房
関
係
…
「
香
港
巡
邏
章
程
」（
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
）
が
最
も
古
い
。

一
九
二
三
（
大
正
一
二
）
年
か
ら
内
務
省
廃
止
時
期
ま
で
の
資
料
が
存
在
す
る
。

総
じ
て
、
警
察
庁
か
ら
の
移
管
資
料
の
中
に
は
、
大
正
一
〇
年
代
以
降
か
ら
内
務
省

廃
止
時
期
ま
で
の
も
の
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
期
の
資
料
の
存
在
も

確
認
で
き
る
が
、
一
部
の
文
書
と
書
籍
・
刊
行
資
料
な
ど
の
よ
う
な
、
か
な
り
例
外
的

な
も
の
だ
け
が
現
存
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
言
え
る
。

後
述
す
る
が
、
警
察
庁
か
ら
の
移
管
資
料
の
多
く
は
、
警
察
大
学
校
の
収
集
資
料
・

同
校
へ
の
寄
贈
資
料
と
い
う
過
程
（
同
校
図
書
館
で
利
用
・
保
存
さ
れ
て
い
た
過
程
）

を
挟
み
、
そ
の
後
警
察
庁
を
経
由
し
て
当
館
へ
と
移
管
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
中
に
は
書
籍
・
刊
行
資
料
な
ど
の
よ
う
に
、
原
文
書
で
な
く
図
書
に
分
類
さ
れ
る

も
の
も
数
多
く
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
資
料
群
の
年
代
範
囲
に
ど
こ
ま
で
意
味

を
見
出
せ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
難
し
い
部
分
を
含
む
所
が
あ
ろ
う
。
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②
自
治
省

②
自
治
省

・
内
務
省
文
書
（
地
方
行
政
関
係
）
…
資
料
群
の
主
体
と
な
る
例
規
・
沿
革
の
簿
冊
に
は
、

原
文
書
を
そ
の
ま
ま
綴
り
込
ん
だ
簿
冊
と
、
古
い
時
代
の
文
書
を
後
年
、
業
務
の
参
考

な
ど
の
目
的
の
た
め
に
、
改
め
て
浄
書
し
た
上
で
綴
り
込
ん
だ
簿
冊
と
い
う
、
二
つ
の

パ
タ
ー
ン
の
も
の
が
存
在
し
て
い
る
。

原
文
書
資
料
は
、
主
に
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
以
降
、
内
務
省
廃
止
時
期
ま
で

の
も
の
が
存
在
し
て
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、

・
官
制
改
正
関
連
の
原
議
書
・
意
見
書
（
一
八
九
三
年
～
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
） 

…
昭
４
８
自
治
０
０
２
４
５
１
０
０
～
０
０
２
８
６
１
０
０

・「
内
閣
通
牒
」（
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
～
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
） 

…
昭
４
８
自
治
０
０
２
８
７
１
０
０
～
０
０
２
９
２
１
０
０

・「
例
規
綴
」（
一
八
九
五
年
～
一
九
三
三
（
昭
和
八
）
年
） 

…
昭
４
８
自
治
０
０
２
９
３
１
０
０
・
０
０
２
９
４
１
０
０

・「
本
省
通
牒
」（
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
） 

…
昭
４
８
自
治
０
０
３
０
２
１
０
０

・「
宮
内
省
通
牒
」（
一
八
九
八
年
～
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
） 

…
昭
４
８
自
治
０
０
３
０
９
１
０
０

な
ど
一
部
の
例
外
を
除
く
と
、
明
治
期
の
原
文
書
は
存
在
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
中

で
最
も
古
い
原
文
書
は
一
八
九
三
年
の
も
の
で
、
警
保
局
文
書
内
の
「
警
保
局
長
決
裁

文
書
」
と
同
じ
資
料
年
代
範
囲
に
な
っ
て
い
る
。 

③
厚
生
省

③
厚
生
省

・
厚
生
一
般
・
会
計
関
係
…
例
規
簿
冊
の
中
で
、
収
録
資
料
の
年
代
と
し
て
最
も
古
い

一
九
一
二
（
大
正
元
）
年
か
ら
始
ま
る
資
料
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
「
公
文
書
書
式
」
の

簿
冊
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
同
簿
冊
は
、
後
年
に
浄
書
さ
れ
た
文
書
を
綴
り
込
ん
だ
簿

冊
で
、
当
時
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
原
文
書
が
綴
り
込
ま
れ
た
簿
冊
で
は
な
い
。

　

原
文
書
と
し
て
は
、
内
務
省
社
会
局
の
創
設
（
一
九
二
〇
年
八
月
）
の
前
年
と
な
る

一
九
一
九（
大
正
八
）年
か
ら
、厚
生
省
の
新
設
と
社
会
局
の
同
省
移
管（
一
九
三
八
年
一
月
）

前
後
の
時
期
ま
で
の
社
会
局
関
連
の
資
料
が
存
在
し
て
い
る
。

・
児
童
福
祉
・
ユ
ニ
セ
フ
関
係
…
児
童
養
護
に
関
す
る
、
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
か
ら

一
九
三
八
年
ま
で
の
資
料
を
含
ん
だ
、
社
会
局
の
簿
冊
三
冊
が
存
在
し
て
い
る
。 

④
労
働
省

④
労
働
省

・
大
臣
官
房
関
係
…
一
九
二
三
年
か
ら
社
会
局
の
厚
生
省
移
管
前
後
の
時
期
ま
で
の
、

議
会
説
明
資
料
、
及
び
「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
」・
国
際
条
約
関
連
の
資
料
が
存
在
し
て
い
る
。

・
労
働
基
準
局
関
係
…
一
九
二
一
年
か
ら
社
会
局
の
厚
生
省
移
管
前
後
の
時
期
ま
で
の
、

「
商
店
法
」・「
工
場
法
」
関
連
資
料
（
議
会
説
明
資
料
な
ど
を
含
む
）、
公
益
法
人

許
可
・
認
可
関
連
の
資
料
な
ど
が
存
在
し
て
い
る
。 

⑤
内
閣
・
総
理
府

⑤
内
閣
・
総
理
府

・
返
赤
…
内
務
省
「
図
書
課
」
に
お
け
る
、
書
籍
類
の
発
売
禁
止
処
分
等
に
関
連
す
る
資
料

（
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
。
返
赤
５
９
０
２
１
０
０
０
）
が
最
も
古
い
。

　

以
後
一
九
四
五
年
前
後
の
時
期
ま
で
の
資
料
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し「
返
赤
」は
、「
旧

陸
海
軍
関
係
」
と
あ
る
よ
う
に
、
日
本
陸
軍
・
海
軍
に
関
連
す
る
資
料
が
主
と
な
っ
て
お
り
、

内
務
省
関
係
と
考
え
ら
れ
る
資
料
は
一
二
点
ほ
ど
に
留
ま
る
。

・
返
青
…
「
京
都
府
峯
山
警
察
署
」
作
成
の
、「
明
治
三
十
二
年
・
外
国
人
登
録
簿
」

（
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
。
朝
鮮
か
ら
日
本
に
来
た
人
物
二
名
分
の
転
入
出
記
録
を

含
む
簿
冊
。
返
青
４
０
０
０
２
０
０
０
）
が
最
も
古
い
。
た
だ
し
明
治
期
の
資
料
は
、

後
年
に
浄
書
さ
れ
た
文
書
資
料
が
多
く
を
占
め
る
形
と
な
っ
て
お
り
、
原
文
書
と
し
て

は
、
一
九
二
一
年
頃
か
ら
内
務
省
廃
止
時
期
ま
で
の
資
料
が
存
在
し
て
い
る
。

以
上
が
内
務
省
関
係
資
料
の
資
料
年
代
の
範
囲
と
な
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、

資
料
の
年
代
範
囲
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
深
く
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。
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ま
ず
最
も
古
い
原
文
書
資
料
は
、
一
八
九
三
年
の
も
の
だ
と
言
え
る
。
そ
れ
以
前
の

年
代
の
文
書
資
料
に
つ
い
て
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
書
資
料
で
は
な
く
、
後
年
改
め
て

浄
書
さ
れ
た
上
で
、
簿
冊
に
綴
り
込
ま
れ
た
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
例
規
の
簿
冊
に
綴
り
込
ま
れ
た
こ
と
で
、
業
務
参
考
資
料
と
し
て
保
存

さ
れ
続
け
た
若
干
の
文
書
資
料
を
除
く
と
、
本
稿
で
調
査
し
た
資
料
内
の
原
文
書
は
、

一
九
二
一
年
前
後
（
主
に
一
九
二
三
年
以
降
）
か
ら
、
内
務
省
が
廃
止
・
解
体
さ
れ
た

一
九
四
七
年
末
ま
で
と
い
う
非
常
に
限
ら
れ
た
時
期
の
も
の
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
の
年
代
範
囲
は
、
あ
く
ま
で
も
文
書
資
料
の
年
代
範
囲
で
あ
る
と
い
う
点

は
、
一
応
断
り
を
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
所
で
あ
る
。
例
え
ば
、
警
察
庁
か
ら
の

移
管
資
料
の
中
に
は
、
戦
後
に
設
立
さ
れ
た
警
察
官
養
成
機
関
で
あ
る
「
警
察
大
学
校
」

の
蔵
書
印
・
受
入
印
や
図
書
登
録
バ
ー
コ
ー
ド
な
ど
が
確
認
で
き
る
書
籍
・
刊
行
資
料
（
同

校
図
書
館
の
旧
蔵
・
寄
贈
資
料
）
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
資
料
の
中
に

は
、明
治
初
年
頃
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
刊
行
資
料
（
和
綴
じ
書
籍
な
ど
を
含
む
）

な
ど
も
存
在
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
で
触
れ
る
。

ま
た
、
原
文
書
の
起
点
が
一
八
九
三
年
だ
と
述
べ
た
が
、
同
年
は
内
務
省
官
制
改
正

が
行
わ
れ
た
年
で
あ
り
、
同
改
正
に
お
け
る
主
な
変
更
点
は
以
下
の
と
お
り
と
な
る

。

・
気
象
・
鉄
道
に
関
す
る
業
務
が
内
務
省
か
ら
分
離
さ
れ
る
。

・「
大
臣
官
房
」
に
関
す
る
規
定
が
第
二
条
に
新
た
に
挿
入
さ
れ
る
。

・
参
事
官
・
書
記
官
の
職
務
か
ら
「
監
獄
巡
閲
」
が
無
く
な
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、「
大
臣
官
房
」
関
連
規
定
が
追
加
さ
れ
た
点
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
一
八
九
三
年
は
、
省
庁
全
体
の
通
則
に
当
た
る
「
各
省
官
制
通
則
」
が
改
正

さ
れ
た
年
で
も
あ
る
。
こ
の
改
正
後
の
官
制
通
則
に
お
い
て
は
、
各
省
に
お
け
る
書
類

の
編
纂
・
保
存
が
大
臣
官
房
の
所
管
に
な
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る

。
す
な
わ
ち

大
臣
官
房
組
織
が
内
務
省
に
も
設
置
さ
れ
、
省
内
の
文
書
編
纂
・
保
存
体
制
に
大
き
な

変
化
・
拡
充
が
起
こ
っ
た
の
が
一
八
九
三
年
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

当
館
所
蔵
の
内
務
省
関
係
資
料
の
中
の
原
文
書
が
、
一
八
九
三
年
を
起
点
と
す
る
形

に
な
っ
て
い
る
の
は
、
同
省
内
に
お
け
る
文
書
保
存
体
制
確
立
の
観
点
か
ら
見
て
も
、

実
に
自
然
な
も
の
で
あ
り
、
十
分
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
こ
こ
で
、
内
務
省
内
で
の
文
書
保
存
制
度
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い

。

同
省
に
お
け
る
初
の
明
確
な
文
書
保
存
規
則
と
な
る
の
が
、
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）

年
六
月
に
制
定
さ
れ
た
「
文
書
保
存
規
則
幷
細
則
」
で
あ
る
。
同
規
則
幷
細
則
で
は
、

省
内
文
書
を
永
久
・
一
年
・
六
ヶ
月
と
い
う
三
段
階
に
分
け
て
保
存
・
廃
棄
す
る
こ
と

が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
省
内
で
の
処
務
規
程
と
は
別
に
、
文
書
の
保
存
・
廃
棄
な
ど
に

関
す
る
制
度
化
と
規
程
の
整
備
拡
充
も
、
こ
れ
以
後
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
の
二
年
後
の
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
七
月
に
は
、「
内
務
省
文
書
保
存
規
則
」

が
新
た
に
制
定
さ
れ
、
文
書
保
存
カ
テ
ゴ
リ
が
、
第
一
種
（
永
久
）・
第
二
種
（
二
〇
年
）・

第
三
種
（
五
年
）・
第
四
種
（
一
年
）
と
四
段
階
に
変
更
さ
れ
て
い
る

。
公
文
書
全
体

の
保
存
期
間
が
延
長
さ
れ
、
カ
テ
ゴ
リ
分
け
も
よ
り
細
分
化
さ
れ
た
の
が
特
徴
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
「
第
一
種
」、
す
な
わ
ち
「
永
久
保
存
」
カ
テ
ゴ
リ
の
文
書
に
つ
い
て
は
、

一

詔
書
、
勅
令
、
閣
令
、
閣
議
提
出
、
省
令
ノ
類

一

告
示
、
訓
令
、
指
令
、
照
会

成
規
定
例
又
ハ
証
拠
ト
ナ
リ
国
史
ノ
材
料
ト
ナ
ル

ヘ
キ
モ
ノ

上
申

永
久
参
考
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ

ノ
類

一

省
中
諸
規
則
類

一

採
録
シ
タ
ル
建
白
請
願
ノ
類

一

府
県
令
ノ
類

規
則
等
ニ
係
ル
モ
ノ
但
一
時
ノ
諭
達
取
締
等
ニ
係
ル
モ
ノ
ハ
五
ヶ

年
保
存

一

巡
回
出
張
官
吏
重
要
ナ
ル
復
命
書
ノ
類

一

明
細
帳
台
帳
件
名
簿
ノ
類 
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と
い
う
形
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
詔
書
や
「
令
」
文
書
の
ほ
か
、
将
来
に
わ
た
る
参
考
・

証
拠
と
な
る
文
書
を
、
永
久
に
保
存
す
る
よ
う
に
明
記
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
官
庁
内
の
文
書
関
連
規
則
が
固
ま
り
、
文
書
を
編
纂
・
保
存
す
る
役
割

も
担
う
大
臣
官
房
組
織
の
整
備
が
進
ん
で
い
く
の
が
、
明
治
二
〇
年
代
後
半
の
時
期
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
内
務
省
に
お
い
て
も
、
本
格
的
に
文
書
の
保
存
と
参
考
・
先
例
参
照

資
料
と
し
て
の
例
規
類
の
簿
冊
な
ど
が
作
成
・
永
久
保
存
さ
れ
始
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

現
在
ま
で
続
い
て
い
く
文
書
管
理
の
基
礎
が
形
成
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な

基
礎
の
構
築
を
経
て
、
内
務
省
内
で
も
文
書
資
料
の
作
成
・
保
存
が
進
ん
で
い
く
。

な
お
、
内
務
省
で
は
そ
の
後
、
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
に
制
定
さ
れ
た
「
内
務
省

文
書
保
存
規
程
」
ま
で
の
間
、
文
書
保
存
体
制
に
大
き
な
変
化
は
な
か
っ
た
。
同
規
程

で
は
文
書
保
存
期
間
が
、
永
久
（
第
一
種
）・
三
〇
年
（
第
二
種
）・
二
〇
年
（
第
三
種
）・

一
〇
年
（
第
四
種
）・
五
年
（
第
五
類
）・
一
年
（
第
六
類
）
に
変
更
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
一
九
三
七
年
に
細
か
な
部
分
改
定

が
行
わ
れ
て
は
い
る
が
、
内
務
省
解
体

ま
で
の
同
省
に
お
け
る
文
書
保
存
体
制
は
、
昭
和
期
に
改
定
さ
れ
た
規
程
を
ベ
ー
ス
に

す
る
形
で
維
持
・
運
用
さ
れ
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
内
務
省
の
文
書
保
存
体
制
は
明
治
二
〇
年
代
に
確
立
さ
れ

そ
の
後
制
度
の
拡
充
が
進
ん
で
い
く
。
し
か
し
先
に
も
触
れ
た
が
、
例
規
類
の
簿
冊
に

綴
り
込
ま
れ
る
形
で
残
さ
れ
た
一
部
の
例
外
を
除
く
と
、
内
務
省
関
係
の
原
文
書
資
料

で
現
存
す
る
の
は
、
主
に
一
九
二
三
年
以
後
の
時
期
に
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
。

そ
の
理
由
を
考
え
て
み
る
と
、
一
九
二
三
年
九
月
一
日
の
関
東
大
震
災
に
よ
る
文
書

の
焼
失
が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
日
の
地
震
と
そ
の
後
に
起
こ
っ
た
火
災
に
よ
り
、
内
務
省

の
「
庁
舎
内
各
部
局
の
重
要
書
類
」
や
、「
文
書
庫
に
収
蔵
」
さ
れ
た
「
貴
重
な
記
録
」
は
、

「
こ
と
ご
と
く
烏
有
に
帰
し
た
」
こ
と
が
後
年
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
内
務
省
に

限
定
さ
れ
た
話
で
は
な
い
が
、
震
災
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
省
内
の
現
用
文
書
や
、
記
録
・

保
存
資
料
は
膨
大
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
こ
の
時
に
内
務
省
警
保
局
で
は
、
同
局
の
「
主
と
も
生
字
引
と
も
い
わ
れ
た
」

人
物
で
あ
る
鈴
木
千
次
の
主
導
に
よ
り
、
焼
失
前
の
同
省
の
建
物
か
ら
、
重
要
な
文
書

資
料
の
持
ち
出
し
が
緊
急
で
行
わ
れ
た
、
と
い
う
関
係
者
の
証
言
が
存
在
す
る
。

例
え
ば
、
内
務
省
で
警
察
関
連
業
務
に
長
年
従
事
し
、
戦
後
は
警
察
大
学
校
な
ど
で

近
代
日
本
警
察
史
の
研
究
に
携
わ
っ
た
高
橋
雄
豺
は
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
に

早
逝
し
た
鈴
木
千
次
の
追
悼
文
中
で
、
以
下
の
よ
う
に
当
時
を
回
想
し
て
い
る

。

内
務
省
が
い
よ
〳
〵
危
し
と
見
る
や
、
居
残
つ
て
ゐ
た
種
村
、
齋
藤
、
宮
崎
、
田
中

な
ど
の
諸
君
と
一
緒
に
な
つ
て
局
の
書
類
を
持
出
し
た
。
何
分
に
も
出
入
り
に
不
便

な
二
階
の
窓
か
ら
で
あ
り
、
火
事
の
間
近
く
迫
つ
て
来
て
ゐ
る
中
で
、
よ
く
も
あ
ん

な
に
書
類
が
出
せ
た
こ
と
ゝ
思
ふ
。
震
災
後
に
出
版
せ
ら
れ
た
警
保
局
の
行
政
例
規

集
は
、
実
に
こ
の
鈴
木
さ
ん
を
指
揮
者
と
す
る
一
群
の
若
い
人
々
の
決
死
の
努
力
の

賜
で
あ
る
。
こ
の
人
達
の
あ
の
働
き
が
な
け
れ
ば
、
古
い
記
録
は
す
べ
て
烏
有
に
帰

し
て
ゐ
た
に
違
ひ
な
い
。

こ
の
鈴
木
ら
の
働
き
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
後
高
橋
や
種
村
一
男
ら
、
当
時
警
保
局

に
勤
め
て
い
た
警
察
関
係
者
に
よ
る
語
り
や
文
章
な
ど
を
通
し
、
内
務
省
史
・
警
察
史

上
の
一
種
の
伝
説
と
し
て
、
後
世
へ
と
伝
わ
っ
て
い
く

。
な
お
こ
の
時
持
ち
出
さ
れ
た

資
料
は
、
一
九
七
四
（
昭
和
四
九
）
年
時
点
で
「
種
村
さ
ん
を
通
じ
て
警
察
大
学
校
が

現
在
持
っ
て
い
る
」
状
態
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

。
後
で
触
れ
る
内
務
省
警
保
局

関
連
資
料
の
戦
後
に
お
け
る
来
歴
の
一
端
が
う
か
が
え
よ
う
。

以
上
述
べ
た
点
を
踏
ま
え
る
と
、「
警
保
局
長
決
裁
文
書
」・「
内
務
大
臣
決
裁
文
書
」

な
ど
一
部
の
例
外
を
除
い
た
、
明
治
期
・
大
正
期
前
半
の
時
期
の
原
文
書
が
ほ
と
ん
ど

現
存
し
て
い
な
い
理
由
も
、
自
然
に
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

。 
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一
．
四　

内
務
省
解
体
後
の
同
省
関
係
資
料
の
位
置
付
け

一
．
四　

内
務
省
解
体
後
の
同
省
関
係
資
料
の
位
置
付
け

　

先
に
少
し
触
れ
た
が
、
内
務
省
解
体
後
に
同
省
の
所
管
業
務
は
、
以
下
の
複
数
の
省
庁

へ
分
割
・
継
承
さ
れ
、
後
の
中
央
省
庁
再
編
な
ど
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

・
衛
生
局
・
社
会
局

・
衛
生
局
・
社
会
局
…
一
九
三
八
年
一
月
の
厚
生
省
新
設
に
伴
っ
て
同
省
に
移
管
。

そ
の
後
一
九
四
七
年
九
月
に
、
厚
生
省
か
ら
新
設
さ
れ
た
労
働
省
へ
、
労
働
行
政
が

移
管
さ
れ
る
が
、
二
〇
〇
一
（
平
成
一
三
）
年
の
省
庁
再
編
に
よ
っ
て
、
厚
生
・
労
働

の
両
省
が
再
合
同
さ
れ
、
厚
生
労
働
省
と
な
り
現
在
に
至
る
。

・
神
社
局

・
神
社
局
…
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
一
一
月
内
務
省
か
ら
独
立
し
て
「
神
祇
院
」
に
。

そ
の
後
同
院
は
、
一
九
四
六
年
一
月
末
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
神
道
指
令
」
と
、

そ
れ
に
基
づ
い
た
国
家
神
道
廃
止
・
政
教
分
離
政
策
に
伴
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。

・
地
方
局

・
地
方
局
…
内
務
省
廃
止
後
同
局
の
所
管
業
務
は
、
内
事
局
官
房
自
治
課
→
総
理
庁
官
房

自
治
課
→
地
方
自
治
庁
→
自
治
庁
→
自
治
省
と
い
う
よ
う
に
、
複
数
回
の
移
管
を
繰
り

返
す
。
そ
の
後
二
〇
〇
一
年
の
省
庁
再
編
で
総
務
省
の
所
管
と
な
る

。

・
警
保
局

・
警
保
局
…
内
事
局
第
一
局
を
経
て
、
警
察
機
構
は
旧
警
察
法
施
行
（
一
九
四
八
年
三
月
）

で
、
国
家
地
方
警
察
・
自
治
体
警
察
へ
と
分
割
。
そ
の
後
、
一
九
五
四
（
昭
和
二
九
）

年
の
新
警
察
法
制
定
・
施
行
に
伴
っ
て
、
警
察
庁
に
一
本
化
さ
れ
現
在
に
至
る
。

ま
た
警
察
と
同
じ
く
、
警
保
局
の
所
管
す
る
業
務
で
あ
っ
た
消
防
関
係
に
つ
い
て
は
、

内
事
局
第
一
局
→
国
家
公
安
委
員
会
国
家
消
防
庁
→
国
家
公
安
委
員
会
国
家
消
防
本
部 

→
自
治
省
消
防
庁
を
経
て
、
総
務
省
消
防
庁
の
所
管
と
な
り
現
在
に
至
る
。

・
調
査
局

・
調
査
局
…
総
務
課
・
第
一
課
は
「
建
設
院
」
に
、
第
二
課
は
「
終
戦
連
絡
事
務
局
」
に

そ
れ
ぞ
れ
移
管
（
終
戦
連
絡
事
務
局
は
そ
の
後
一
九
四
八
年
一
月
末
に
廃
止
）。
第
三
課
・

第
四
課
は
内
事
局
第
二
局
→
法
務
庁
・
法
務
府
の
特
別
審
査
局
を
経
て
、
一
九
五
二
（
昭

和
二
七
）
年
七
月
に
公
安
調
査
庁
と
な
り
現
在
に
至
る
。

・
国
土
局

・
国
土
局
…
一
九
四
八
年
一
月
に
、
戦
災
復
興
院
と
の
統
合
に
よ
り
建
設
院
設
置
。
同
年

七
月
建
設
省
と
な
り
、
そ
の
後
二
〇
〇
一
年
の
省
庁
再
編
に
よ
っ
て
運
輸
省
・
国
土
庁

な
ど
と
合
同
し
、
国
土
交
通
省
と
な
り
現
在
に
至
る
。

・
選
挙
管
理
業
務

・
選
挙
管
理
業
務
…
一
九
四
八
年
一
月
に
「
全
国
選
挙
管
理
委
員
会
」
へ
移
管
。
一
九
五
二

年
の
同
委
員
会
廃
止
後
、
自
治
庁
選
挙
局
→
自
治
省
行
政
局
選
挙
部
を
経
て
、
二
〇
〇
一

年
の
省
庁
再
編
後
は
、
総
務
省
自
治
行
政
局
選
挙
部
の
所
管
と
な
り
現
在
に
至
る
。

こ
の
点
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
前
述
の
五
省
庁
か
ら
当
館
へ
の
、
内
務
省
関
係
資
料

を
含
む
文
書
簿
冊
移
管
実
績
を
年
度
別
に
ま
と
め
た
の
が
、
以
下
の
表
２
表
２
と
な
る
。

全
体
を
通
し
て
見
て
み
る
と
、
当
館
の
開
設
直
後
と
な
る
、
昭
和
四
七
～
四
九
年
度

に
移
管
さ
れ
た
資
料
（
自
治
・
厚
生
・
労
働
・
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た
公
文
書
）、
及
び

平
成
一
〇
年
代
以
降
に
移
管
さ
れ
た
資
料
（
警
察
、
及
び
労
働
の
一
部
）
の
二
種
類
が

存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
前
者
は
、
当
館
開
館
当
初
か
ら
始
ま
っ
た
移
管

受
け
入
れ
「
三
か
年
計
画
」
に
基
づ
く
当
館
へ
の
移
管
資
料
の
一
部
で
あ
る
。
そ
し
て

後
者
は
、
二
〇
〇
一
年
の
省
庁
再
編
や
、「
情
報
公
開
法
」・「
国
立
公
文
書
館
法
」
な
ど

の
規
定
に
従
い
、
当
館
へ
移
管
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
資
料
の
一
部
で
あ
る

。

移
管
資
料
の
う
ち
、
本
稿
「
一
．
二
」
に
お
い
て
示
し
た
②
～
④
の
資
料
、
す
な
わ

ち
自
治
・
厚
生
・
労
働
の
各
省
へ
所
管
が
移
っ
た
内
務
省
内
の
部
局
関
連
の
資
料
は
、「
例

規
」・「
国
際
条
約
」・「
議
会
資
料
」
な
ど
の
関
連
文
書
が
綴
り
込
ま
れ
た
簿
冊
に
よ
り

構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
前
述
し
た
内
務
省
「
文
書
保
存
規
則
」

の
区
分
で
は
、
原
則
と
し
て
「
永
久
保
存
」
の
カ
テ
ゴ
リ
に
属
す
る
資
料
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
内
務
省
に
お
い
て
永
久
保
存
措
置
が
取
ら
れ
、
同
省
の
解
体
後
に
所
管

業
務
を
引
き
継
い
だ
各
省
庁
で
も
引
き
続
き
保
存
さ
れ
た
後
、
当
館
の
設
立
・
そ
の
後

の
法
整
備
な
ど
に
伴
っ
て
当
館
へ
と
移
管
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。 
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表２　各省庁から当館への、内務省関係資料を含む資料簿冊の年度別移管実績表２　各省庁から当館への、内務省関係資料を含む資料簿冊の年度別移管実績

国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
内
務
省
関
係
資
料
に
つ
い
て

一
三

資料移管元 当館への移管年度 当館での資料群カテゴリ名 内務省関係資料を含む簿冊の請求番号 簿冊点数

警察庁 平成９（1997）年 内務省警保局文書
平９警察
００００１１００～００８０２１００ 

803

〃 平成12（2000）年 〃
平１２警察
００００１１００～０００１５１００ 

15

計 818

警察庁 平成13（2001）年 旧内務省等関係
平１３警察
００００１１００～０００６９１００ 

69

〃 平成14（2002）年 〃
平１４警察
００００１１００～００００５１００ 

5

〃 平成17（2005）年 〃
平１７警察
０００７８１００～０００８０１００ 

3

〃 平成18（2006）年 〃
平１８警察
００１１５１００～００１２４１００ 

8

〃 平成23（2011）年 〃
平２３警察
００１６６１００～００２４６１００ 

41

〃 平成25（2013）年 〃
平２５警察
０００６７１００～００１９０１００ 

121

〃 平成26（2014）年 〃
平２６警察
０００４３１００～００２４６１００
（この番号の間に内務省関係資料でない簿冊も含まれる） 

78

計 325

警察庁 平成30（2018）年 警察大学校関係

平３０警察
００７４１１００・００７４５１００・００７４６１００・
００７５０１００・００７５２１００～００７５４１００・
００７５９１００～００７６３１００・００７６５１００～
００７６７１００・００７６９１００～００７７５１００・
００７８１１００～００７８３１００・００７８５１００・
００７８６１００・００７８９１００～００７９３１００・
００７９５１００・００７９７１００・００８０１１００・
００８０２１００ 

36

計 36

警察庁 平成27（2015）年 長官官房関係
平２７警察
００１１７１００～００２６８１００
（この番号の間に内務省関係資料でない簿冊も含まれる） 

133

〃 平成28（2016）年 〃
平２８警察
０００８４１００・０００８５１００ 

2

〃 平成30（2018）年 〃
平３０警察
００１１７１００～００４９１１００
（この番号の間に内務省関係資料でない簿冊も含まれる） 

325

計 460

自治省 昭和48（1973）年 内務省文書（地方行政関係）
昭４８自治
００００１１００～００２２９１００・００２３１１００～
００３０９１００ 

308

計 308

厚生省 昭和47（1972）年 厚生一般・会計関係
昭４７厚生
００００３１００～００００５１００・００００８１００・
００００９１００ 

5

計 5

〃 昭和47（1972）年
児童福祉関係
－児童福祉・ユニセフ関係

昭４７厚生
００１０４１００～００１０６１００ 

3

計 3

労働省 平成11（1999）年
大臣官房関係
－帝国議会資料等関係

平１１労働
０１１３５１００～０１１４０１００・０１１４２１００・
０１１４３１００・０１１５０１００・０１１５１１００ 

10

計 10
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一
四

資料移管元 当館への移管年度 当館での資料群カテゴリ名 内務省関係資料を含む簿冊の請求番号 簿冊点数

労働省 昭和48（1973）年
大臣官房関係
－国際労働関係

昭４８労働
００００１１００～００００４１００ 

4

計 4

〃 昭和48（1973）年
労働基準局関係
－労働基準法令関係

昭４８労働
０００１４１００～０００１７１００ 

4

〃 平成11（1999）年 〃

平１１労働
００１５４１００～００１５９１００・００１６１１００・
００１６３１００～００１７３１００・００１７５１００～
００１８４１００・００１８６１００～００１９６１００ 

39

〃 平成12（2000）年 〃

平１２厚労
００００１１００～００００４１００・０００１３１００・
０００１４１００・０００１７１００～０００２３１００・
０００３１１００ 

14

計 57

〃 昭和48（1973）年
労働基準局関係
－公益法人関係

昭４８労働
００００８１００・０００１３１００ 

2

計 2

内閣・総理府 昭和49（1974）年
米国から返還された公文書
－〔返赤・旧陸海軍関係〕

返赤
０６００８０００・１１０１６１００・１４００９０００・
１６００７０００・１８００３０１０・１８００３０６０・
２６００６０００・３４０２６０００・４６０１００００・
５７００６０００・５９０２１０００・７９０１１０００ 

12

計 12

内閣・総理府 昭和49（1974）年
米国から返還された公文書
－〔返青・内務省等関係〕

返青
０１００１０００～６８０２４０００
（この番号の間に内務省関係資料でない簿冊も含まれる）

約 765

計約 765

一
．
五　　

内
務
省
関
係
資
料
の
一
部
の
移
管
経
緯
と
そ
の
特
徴 

①
の
資
料
、
す
な
わ
ち
警
察
庁
へ
と
所
管
が
移
っ
た
警
察
・
消
防
な
ど
に
関
連
す
る

資
料
に
つ
い
て
は
、
や
や
複
雑
な
経
緯
を
た
ど
っ
て
の
移
管
と
な
っ
て
い
る
。 

58 

①
の
資
料
の
う
ち
、
当
館
に
最
初
に
移
管
さ
れ
た
、
最
も
多
数
の
資
料
群
と
な
る
の
が
、

一
九
九
七
（
平
成
九
）
年
度
に
移
管
さ
れ
た
「
平
９
警
察
」（
簿
冊
数
八
〇
三
件
）
で
あ
る
。

同
資
料
群
は
、「
従
軍
慰
安
婦
」
問
題
に
関
す
る
吉
川
春
子
議
員
（
日
本
共
産
党
）
か
ら

の
参
議
院
で
の
質
問
を
受
け
て
所
在
調
査
が
行
わ
れ
た
結
果
、
警
察
大
学
校
で
「
発
見
」

さ
れ
、
そ
の
後
当
館
へ
と
移
管
さ
れ
た
も
の
に
な
る

。

同
資
料
群
の
大
半
を
占
め
て
い
る
の
が
、
内
務
省
警
保
局
警
務
課
で
長
年
勤
務
し
、

戦
後
は
国
家
地
方
警
察
・
警
察
庁
で
も
勤
務
し
た
、
種
村
一
男
が
所
蔵
し
て
い
た
簿
冊

資
料
で
あ
る
。
こ
の
種
村
一
男
旧
蔵
資
料
中
に
は
、
前
述
し
た
内
務
大
臣
・
警
保
局
長

決
裁
文
書
や
、「
地
方
長
官
会
議
」・「
警
察
部
長
会
議
」
に
関
す
る
資
料
簿
冊
が
数
多
く

含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
資
料
群
中
に
は
、
種
村
自
身
が
業
務
の
か
た
わ
ら
集
め
た

内
務
省
・
警
察
関
係
の
文
書
や
文
書
の
写
な
ど
を
ま
と
め
て
独
自
に
編
纂
し
た
資
料
で

あ
る
、「
種
村
氏
警
察
参
考
資
料
」
の
簿
冊
約
一
一
五
点
な
ど
も
存
在
し
て
い
る
。

そ
し
て
種
村
一
男
旧
蔵
資
料
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
警
察
大
学
校
図
書
館
へ
と
寄
贈

さ
れ
、
同
時
期
に
各
県
の
警
察
に
お
い
て
、
編
纂
が
進
ん
で
い
た
県
警
察
史
な
ど
に
も
、

同
資
料
群
か
ら
引
用
・
参
考
に
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
が
存
在
し
て
い
る

。

し
か
し
同
資
料
群
が
国
会
で
の
質
問
を
受
け
て
「
発
見
」
さ
れ
た
際
、
警
察
大
学
校
の

学
生
寮
の
一
隅
に
人
知
れ
ず
置
か
れ
て
い
た
、
と
新
聞
に
お
い
て
報
道
さ
れ
る
よ
う
な

状
態
で
あ
っ
た

。
つ
ま
り
同
資
料
群
は
、
警
察
大
学
校
図
書
館
に
お
い
て
も
実
用
期
間

を
終
え
た
、
あ
る
意
味
忘
れ
ら
れ
た
資
料
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
後
警
察
大
学
校
は
、
二
〇
〇
一
年
に
東
京
都
心
の
中
野
区
（
現
「
中
野
四
季
の

都
市
」）
か
ら
、
東
京
都
郊
外
の
府
中
市
朝
日
町
へ
校
舎
を
移
転
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 
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そ
し
て
同
校
移
転
に
先
立
つ
二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年
度
に
は
「
内
務
省
警
保
局
文
書
」

の
追
加
分
一
五
件
が
、
翌
二
〇
〇
一
年
度
に
は
「
旧
内
務
省
等
関
係
」
資
料
の
最
初
の

移
管
分
六
九
件
が
、
警
察
庁
経
由
で
当
館
に
移
管
さ
れ
て
い
る
。
以
後
警
察
庁
か
ら
の

定
期
的
な
資
料
の
移
管
に
混
じ
る
形
で
、
内
務
省
関
係
資
料
の
移
管
も
、
二
〇
一
八
（
平

成
三
〇
）
年
度
ま
で
五
月
雨
式
に
続
い
て
い
く
こ
と
に
な
る

。

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
警
察
庁
か
ら
移
管
さ
れ
た
内
務
省
関
係
資
料
を
見
て
み
る
と
、

そ
の
大
半
が
警
察
大
学
校
へ
の
寄
贈
・
旧
蔵
の
資
料
、
及
び
同
校
の
図
書
館
で
図
書
と

し
て
登
録
・
利
用
さ
れ
て
い
た
資
料
だ
と
い
う
点
に
注
意
す
る
必
要
は
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
警
察
大
学
校
な
ど
で
明
治
期
日
本
の
警
察
研
究
に
携
わ
っ
た
中
原
英
典
や

同
校
の
前
身
組
織
「
警
察
講
習
所
」
で
所
長
を
務
め
た
松
井
茂
な
ど
、
警
察
大
学
校
の

功
労
者
の
旧
蔵
資
料
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
〇
～
八
〇
年
代
の
警
察
大
学
校
図
書
館
の

書
庫
内
に
、
彼
ら
の
名
を
冠
し
た
特
別
文
庫
が
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る

。

そ
し
て
警
察
庁
か
ら
当
館
へ
の
移
管
資
料
中
に
、
こ
れ
ら
の
文
庫
の
旧
蔵
資
料
の
一
部

と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
、
今
回
改
め
て
確
認
で
き
た

。

ま
た
、
内
務
省
で
警
保
局
長
を
務
め
た
松
本
学
の
旧
蔵
資
料
が
、
国
立
国
会
図
書
館

憲
政
資
料
室
・
岡
山
県
立
記
録
資
料
館
の
二
箇
所
に
分
散
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し

同
資
料
は
元
々
、
警
察
大
学
校
へ
と
寄
託
さ
れ
て
い
た
「
松
本
学
文
庫
」
の
一
部
を
、

松
本
の
死
後
に
郷
里
岡
山
の
関
西
学
園
へ
と
分
割
寄
贈
し
た
も
の
で
、
残
り
の
資
料
は

引
き
続
き
、
警
察
大
学
校
に
残
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
存
在
し
て
い
る

。

こ
の
警
察
大
学
校
寄
託
の
松
本
学
文
庫
に
つ
い
て
は
、
同
校
校
舎
移
転
の
際
の
散
逸

や
図
書
と
し
て
の
登
録
な
ど
に
伴
う
分
散
の
た
め
、
松
本
学
文
庫
と
し
て
の
実
態
把
握

が
、
同
校
の
関
係
者
に
も
長
ら
く
不
可
能
な
状
態
と
な
っ
て
い
た

。
し
か
し
、
本
稿
で

行
っ
た
内
務
省
関
係
資
料
の
調
査
の
過
程
で
、
当
館
が
所
蔵
す
る
警
察
庁
か
ら
の
移
管

資
料
中
に
、
松
本
学
文
庫
の
旧
蔵
資
料
に
当
た
る
可
能
性
が
あ
る
資
料
（
警
察
・
文
化

関
係
な
ど
）
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
、
今
回
改
め
て
確
認
で
き
た

。

以
上
、
警
察
庁
か
ら
当
館
へ
の
移
管
資
料
に
関
す
る
調
査
で
判
明
し
た
、
同
資
料
群

の
移
管
経
緯
の
特
殊
性
に
関
し
て
、
ご
く
一
部
だ
が
見
て
き
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

引
き
続
き
詳
細
な
調
査
が
必
要
に
な
る
部
分
は
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
考
え
て
み
て
も
、
警
察
庁
か
ら
当
館
へ
移
管

さ
れ
た
資
料
の
由
来
、
及
び
一
般
的
な
省
庁
か
ら
移
管
さ
れ
た
文
書
と
は
や
や
異
な
る

同
資
料
群
の
持
つ
特
徴
の
一
端
を
あ
る
程
度
う
か
が
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

そ
し
て 
⑤
の
資
料
も
ま
た
、 
①
の
資
料
と
同
じ
く
、
省
庁
の
枠
外
に
出
る
こ
と
な
く

直
接
当
館
に
移
管
さ
れ
た
資
料
と
は
、
や
や
異
な
る
経
緯
を
持
つ
形
と
な
っ
て
い
る

。

「
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た
公
文
書
」
と
銘
打
た
れ
た
こ
の
資
料
群
は
一
九
四
五
年
夏
の
日

本
の
降
伏
と
、
そ
れ
に
伴
う
連
合
国
軍
の
日
本
進
駐
・
占
領
期
間
に
、
国
内
各
地
で
占

領
軍
が
様
々
な
手
段
を
用
い
て
接
収
し
た
文
書
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
接
収
文
書
は
、
講
和
条
約
に
基
づ
く
日
本
の
独
立
回
復
（
一
九
五
二
年
）

以
降
も
引
き
続
き
長
期
間
、
米
国
の
議
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
形
と
な
っ
て
い
た
。

そ
の
後
日
米
両
国
の
交
渉
を
経
て
、
一
九
七
三
（
昭
和
四
八
）
年
に
接
収
文
書
資
料
の

一
部
が
日
本
へ
と
返
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

。
そ
し
て
日
本
に
返
還
さ
れ
た
文
書

は
内
閣
・
総
理
府
を
経
由
し
て
、
開
館
間
も
な
い
当
館
へ
と
移
管
さ
れ
て
現
在
に
至
る
。

以
上
の
経
緯
を
経
た
資
料
群
が
、「
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た
公
文
書
」
と
な
る
。

な
お
、
占
領
軍
が
行
っ
た
資
料
の
接
収
に
関
し
て
は
、
文
書
返
還
に
前
後
す
る
時
期

の
学
術
雑
誌
の
記
事
な
ど
か
ら
、
そ
の
実
態
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る

。
敗

戦
後
日
本
各
地
へ
進
駐
し
た
連
合
国
軍
は
、
中
央
に
お
い
て
は
企
画
院
・
陸
海
軍
省
の

文
書
や
、東
京
都
青
梅
市
へ
と
「
疎
開
し
て
あ
っ
た
各
省
庁
の
公
文
書
」
な
ど
を
接
収
し
、

そ
の
上
で
こ
れ
ら
を
「
一
括
し
て
本
国
に
持
ち
帰
っ
た
」
よ
う
で
あ
る
。

地
方
で
も
ま
た
同
様
に
、「
地
方
の
軍
政
チ
ー
ム
が
地
方
府
県
な
ん
か
の
特
高
解
体
と

の
関
係
で
、
そ
の
時
期
に
全
部
そ
う
い
う
も
の
を
地
域
、
地
域
で
押
さ
え
て
」
い
く
形
で
、

占
領
軍
に
よ
る
幅
広
い
文
書
の
接
収
が
各
地
で
実
行
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の 
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（
１
）
各
局
課
内
の
「
例
規
」
資
料
な
ど
「
永
久
保
存
」
の
簿
冊
が
、
内
務
省
解
体
後

に
所
管
業
務
を
引
き
継
い
だ
省
庁
に
移
管
・
保
存
さ
れ
、
当
館
の
完
成
・
移
管
開
始
に

伴
い
当
館
へ
と
移
管

（
２
）
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た
公
文
書

（
３
）
国
会
で
の
質
問
を
機
に
、
警
察
大
学
校
で
「
発
見
」
さ
れ
た
、
種
村
一
男
旧
蔵

簿
冊
資
料
な
ど
が
当
館
へ
移
管

そ
の
後
警
察
大
学
校
の
移
転
な
ど
を

機
に
再
度
移
管

（
４
）
断
続
的
な
省
庁
か
ら
の
移
管
資
料
に
混
じ
る
形
で
当
館
へ
移
管

『
北
の
丸
』
第

号

国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
内
務
省
関
係
資
料
に
つ
い
て

こ
と
は
、
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た
公
文
書
内
の
「
返
青
」
に
属
す
る
資
料
の
中
に
、
京

都
府
日
本
海
側
地
域
・
山
陰
地
方
各
県
の
警
察
・
派
出
所
名
な
ど
が
記
さ
れ
た
、
文
書
・

簿
冊
が
多
数
見
ら
れ
る
点
な
ど
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

。

そ
し
て
古
書
店
で
の
購
入
資
料
な
ど
も
含
め
て
占
領
初
期
に
「
あ
ら
ゆ
る
機
関
か
ら
」、 

「
占
領
軍
の
強
権
で
押
収
」
し
た
資
料
が
、
地
方
軍
司
令
部
か
ら
総
司
令
部
に
集
約
さ
れ
、

占
領
期
間
の
間
に
米
国
へ
運
ば
れ
た
後
、
そ
の
後
長
き
に
わ
た
り
、
同
国
議
会
図
書
館

に
所
蔵
さ
れ
続
け
た
。
そ
の
一
部
が
⑤
の
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
改
め
て
整
理
す
る
と
、
内
務
省
関
係
資
料
の
当
館
へ
の
移
管
実
態
に
つ
い
て

は
、
以
下
の
よ
う
な
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

58

（
１
）
各
局
課
内
の
「
例
規
」
資
料
な
ど
「
永
久
保
存
」
の
簿
冊
が
、
内
務
省
解
体
後

に
所
管
業
務
を
引
き
継
い
だ
省
庁
に
移
管
・
保
存
さ
れ
、
当
館
の
完
成
・
移
管
開
始
に

伴
い
当
館
へ
と
移
管
（「
昭
４
７
厚
生
」、「
昭
４
８
自
治
」、「
昭
４
８
労
働
」）。

（
２
）
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た
公
文
書
（「
返
赤
」・「
返
青
」）。

（
３
）
国
会
で
の
質
問
を
機
に
、
警
察
大
学
校
で
「
発
見
」
さ
れ
た
、
種
村
一
男
旧
蔵

簿
冊
資
料
な
ど
が
当
館
へ
移
管
（「
平
９
警
察
」）、
そ
の
後
警
察
大
学
校
の
移
転
な
ど
を 

43

機
に
再
度
移
管
（「
平
１
２
警
察
」・「
平
１
３
警
察
」）。

（
４
）
断
続
的
な
省
庁
か
ら
の
移
管
資
料
に
混
じ
る
形
で
当
館
へ
移
管
（「
平
１
４
警
察
」

～
「
平
３
０
警
察
」、「
平
１
１
労
働
」・「
平
１
２
労
働
」）。

（
１
）
の
資
料
と
（
４
）
の
一
部
の
資
料
は
、一
般
的
な
文
書
移
管
経
緯
に
近
い
。
だ
が
、

そ
の
他
の
資
料
は
、
何
ら
か
の
形
で
日
本
の
省
庁
機
構
の
枠
外
に
存
在
し
て
い
た
時
期

が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
調
査
の
対
象
と
し
た
内
務
省
関
係
資
料
は
、
一
般
的
な

移
管
文
書
と
異
な
る
特
徴
・
多
様
性
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
省
庁
機
構
の
枠
外
に
出
た

こ
と
で
、
現
在
ま
で
残
り
得
た
資
料
も
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

一
六

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
資
料
の
残
存
に
つ
い
て
は
、
戦
争
末
期
の
一
九
四
五
年
八
月
に

内
務
省
を
含
む
各
省
庁
で
、
兵
事
・
機
密
文
書
を
筆
頭
と
す
る
大
規
模
な
文
書
処
分
が

行
わ
れ
た
と
い
う
当
時
の
関
係
者
の
証
言
と
矛
盾
し
な
い
も
の
で
も
あ
り
得
る

。

例
え
ば
警
察
庁
か
ら
移
管
さ
れ
た
内
務
省
関
係
資
料
は
、
前
述
し
た
個
人
蔵
・
寄
贈

資
料
の
よ
う
に
、敗
戦
時
に
省
庁
機
構
の
枠
外
に
存
在
し
て
い
た
資
料
が
大
半
で
あ
る

。

「
平
９
警
察
」
資
料
の
大
部
分
を
占
め
る
種
村
一
男
旧
蔵
資
料
も
、
個
人
蔵
と
な
っ
て
、

行
政
機
構
の
枠
外
に
出
た
こ
と
で
文
書
処
分
を
免
れ
て
い
る
。
そ
の
後
同
資
料
は
警
察

大
学
校
へ
寄
贈
さ
れ
、
国
会
で
の
質
疑
を
受
け
て
「
発
見
」
さ
れ
た
後
、
警
察
庁
経
由

で
当
館
に
移
管
さ
れ
、
現
在
に
至
る
と
い
う
流
れ
を
た
ど
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
「
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た
公
文
書
」
に
関
し
て
は
、
占
領
軍
の
進
駐
後
に
全
国

各
地
で
接
収
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
た
め
、
敗
戦
前
後
の
処
分
を
免
れ
た
文
書
資
料
だ
け

が
、
占
領
軍
に
よ
る
接
収
・
米
国
議
会
図
書
館
で
の
保
存
を
経
て
日
本
に
返
還
さ
れ
た

後
に
当
館
へ
と
移
管
さ
れ
、
現
在
に
至
る
と
い
う
流
れ
を
た
ど
っ
た
も
の
で
あ
る
。

公
文
書
と
そ
の
活
用
を
考
え
る
際
に
、
行
政
機
構
の
枠
外
に
一
旦
出
た
資
料
の
存
在

は
、
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
前
述
し
た
災
害
に
よ
る
文
書

の
焼
失
、
敗
戦
前
後
の
混
乱
・
同
時
期
に
お
け
る
文
書
処
分
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
う
し
た
背
景
も
あ
り
、
公
文
書
を
元
に
し
た
歴
史
研
究
が
現
状
、
行
政
機
関
で
制
度

に
従
い
保
存
さ
れ
て
き
た
公
文
書
だ
け
で
は
、
成
り
立
た
な
い
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て

は
、
既
に
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
所
で
あ
る

。

そ
し
て
当
館
所
蔵
の
内
務
省
関
係
資
料
は
、
規
程
に
従
い
各
省
庁
・
政
府
機
関
か
ら

当
館
へ
と
移
管
さ
れ
た
公
文
書
だ
け
で
な
く
、
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
省
庁
機
構
の

枠
外
へ
一
旦
出
た
結
果
特
殊
な
形
で
残
さ
れ
た
、
多
種
多
様
な
資
料
を
含
む
資
料
群
と

な
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
多
様
さ
と
特
殊
性
こ
そ
、
当
館
が
所
蔵
し
て
い
る
内
務
省
関
係

資
料
の
持
つ
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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一
七

国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
内
務
省
関
係
資
料
に
つ
い
て

『
北
の
丸
』
第
58
号

二
．
内
務
省
関
係
資
料
の
現
状
と
展
望

二
．
内
務
省
関
係
資
料
の
現
状
と
展
望

二
．
一　

当
館
に
お
け
る
内
務
省
関
係
資
料
の
分
散
・
分
布

二
．
一　

当
館
に
お
け
る
内
務
省
関
係
資
料
の
分
散
・
分
布

こ
こ
ま
で
当
館
が
所
蔵
す
る
内
務
省
関
係
資
料
の
概
要
と
、
そ
の
移
管
経
緯
・
移
管

実
績
な
ど
を
見
て
き
た
。
そ
の
中
で
例
え
ば
、
警
察
庁
か
ら
移
管
さ
れ
た
資
料
の
中
の

「
長
官
官
房
関
係
」
の
資
料
群
に
関
し
、
本
稿
の
調
査
で
抽
出
し
た
内
務
省
関
係
資
料
を

含
む
資
料
簿
冊
数
は
、二
〇
二
五
（
令
和
七
）
年
度
現
在
で
全
四
六
五
件
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
数
は
「
長
官
官
房
関
係
」
資
料
群
全
体
の
約
五
分
の
一
強
の
数
と
な
る
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
の
調
査
で
抽
出
し
た
内
務
省
関
係
資
料
は
、
現
在
も

な
お
定
期
的
に
続
い
て
い
る
各
省
庁
・
機
関
か
ら
当
館
へ
の
移
管
資
料
中
に
含
ま
れ
る

内
務
省
と
同
省
内
の
部
局
に
関
係
す
る
資
料
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

当
館
に
移
管
さ
れ
る
資
料
の
大
半
を
占
め
る
の
は
、
現
行
省
庁
に
お
け
る
「
非
現
用
」

文
書
資
料
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
戦
前
期
か
ら
保
存
さ
れ
続
け
て
き
た
一
部
の
資
料
が

含
ま
れ
る
形
と
な
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
移
管
資
料
全
体
に
対
す
る
内
務
省
関
係
資
料

を
含
む
簿
冊
の
比
重
が
、
必
ず
し
も
多
い
と
言
え
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

ま
た
本
稿
で
は
、
内
務
省
関
係
資
料
を
「
含
む
」
資
料
簿
冊
、
と
い
う
表
現
を
使
用

し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
に
も
理
由
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
例
規
」
類
な
ど
の
資
料

簿
冊
に
お
い
て
は
、
状
況
に
応
じ
て
文
書
の
追
加
編
綴
が
行
わ
れ
る
事
例
や
、
文
書
を

後
で
一
冊
に
ま
と
め
て
編
綴
す
る
事
例
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
簿
冊

の
作
成
を
始
め
た
当
時
は
内
務
省
内
の
部
局
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
別
の
省
庁
に
業
務
が

移
管
さ
れ
る
事
態
や
、
業
務
を
継
承
し
た
省
庁
が
、
内
務
省
時
代
の
文
書
も
綴
り
込
む

形
で
、
簿
冊
を
新
規
作
成
す
る
よ
う
な
事
態
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
事
態
の
代
表
例
と
し
て
比
較
的
理
解
し
や
す
い
の
は
、
一
九
三
八
年
一
月

に
新
設
さ
れ
た
厚
生
省
に
業
務
が
移
管
さ
れ
た
、
内
務
省
社
会
局
の
事
例
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
労
働
省
か
ら
当
館
へ
と
移
管
さ
れ
た
「
帝
国
議
会
関
係
」
の
資
料
群
に
は
、

帝
国
議
会
に
お
け
る
省
庁
・
大
臣
答
弁
の
参
考
と
す
る
た
め
作
成
さ
れ
た
資
料
な
ど
が

綴
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
第
７
３
議
会
」
に
お
け
る
、
建
議
事
項
関
連
の

文
書
を
ま
と
め
た
簿
冊
（
平
１
１
労
働
０
１
１
４
２
１
０
０
）
も
存
在
し
て
い
る
。

同
簿
冊
に
は
、
一
九
三
七
年
一
一
月
か
ら
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
二
月
ま
で
の

日
付
を
持
つ
資
料
が
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、

こ
の
間
一
九
三
八
年
一
月
以
降
、
内
務
省
社
会
局
の
業
務
は
厚
生
省
へ
と
移
管
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
同
簿
冊
は
、
内
務
省
・
厚
生
省
の
関
係
資
料
の
両
方
が
混
じ
っ
た
形
で

編
綴
・
構
成
さ
れ
た
簿
冊
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

内
務
省
関
係
資
料
の
抽
出
に
当
た
り
筆
者
は
、
簿
冊
内
資
料
の
詳
細
確
認
を
可
能
な

限
り
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
当
館
が
所
蔵
す
る
資
料
簿
冊
に
お
い
て
、
簿
冊
内
の
一
部

資
料
の
み
が
内
務
省
関
係
資
料
と
い
う
事
例
や
、
逆
に
内
務
省
に
関
係
の
な
い
資
料
が

少
数
と
な
る
簿
冊
と
い
う
事
例
が
、
あ
る
程
度
の
割
合
で
見
受
け
ら
れ
た

。

こ
の
よ
う
な
資
料
の
残
り
方
は
、
業
務
の
移
管
が
頻
繁
に
発
生
し
て
い
た
、
内
務
省

と
い
う
巨
大
官
庁
な
ら
で
は
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
省
が
戦
後
に
解
体
さ
れ
て
、

複
数
の
省
庁
・
機
関
に
所
管
業
務
が
継
承
さ
れ
た
と
い
う
点
も
、
特
殊
な
形
で
は
あ
る
が
、

現
在
ま
で
資
料
が
残
っ
た
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
、
当
館
に
お
け
る
内
務
省
関
係
資
料
の
所
在
状
況
を
、
さ
ら
に
複
雑
に
し
て

い
る
の
が
、
前
述
し
た
警
察
庁
か
ら
の
移
管
資
料
内
の
一
部
資
料
と
、「
米
国
か
ら
返
還

さ
れ
た
公
文
書
」
内
の
一
部
資
料
の
存
在
で
あ
る
。

先
に
触
れ
た
が
、
警
察
庁
か
ら
の
移
管
資
料
の
一
部
は
、
警
察
大
学
校
の
収
集
資
料

や
同
校
へ
の
寄
贈
・
寄
託
と
い
う
過
程
を
経
た
資
料
、
す
な
わ
ち
行
政
組
織
の
枠
か
ら

一
度
出
た
資
料
で
あ
る
。
さ
ら
に
当
館
へ
の
移
管
に
際
し
て
、
警
察
大
学
校
図
書
館
の

旧
蔵
図
書
・
刊
行
資
料
な
ど
が
加
わ
っ
た
形
で
移
管
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
経
た

た
め
、
内
務
省
関
係
資
料
と
し
て
の
実
態
把
握
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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二
．
二

内
務
省
関
係
資
料
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
手
法

『
北
の
丸
』
第

号

国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
内
務
省
関
係
資
料
に
つ
い
て

ま
た
「
米
国
か
ら
移
管
さ
れ
た
公
文
書
」
は
、
前
述
の
よ
う
に
占
領
軍
が
日
本
各
地

で
接
収
し
た
多
様
な
資
料
が
混
在
す
る
形
で
後
年
返
還
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
資
料

は
、当
館
へ
の
搬
入
の
時
点
で
赤
ラ
ベ
ル
の
「
軍
関
係
書
類
」
と
青
ラ
ベ
ル
の
そ
の
他
（
警

察
・
内
務
・
商
工
・
企
画
院　

他
）
関
係
の
書
類
に
大
別
さ
れ
て
い
た

。
そ
し
て
搬
入 

後
に
資
料
を
粗
整
理
し
て
保
存
・
公
開
の
準
備
を
進
め
る
過
程
で
、
ラ
ベ
ル
分
け
を
元

に
「
返
赤
」・「
返
青
」
の
資
料
群
に
区
分
け
さ
れ
て
現
在
に
至
る
の
で
あ
る
。

現
在
の
「
返
青
」
資
料
に
は
、「
内
務
省
等
関
係
」
と
銘
打
た
れ
て
い
る
。
前
述
し
た

よ
う
に
、
二
〇
二
五
年
度
現
在
「
返
青
」
内
に
存
在
す
る
内
務
省
関
係
資
料
の
簿
冊
数

は
約
七
六
五
件
で
、「
返
青
」
全
体
の
六
割
強
ほ
ど
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、

「
内
務
省
等
」
の
名
を
冠
さ
れ
た
資
料
群
な
の
は
、
自
然
な
こ
と
だ
と
言
え
よ
う
。

た
だ
し
同
資
料
群
は
、
先
に
も
少
し
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
時
期
の
経
済
・
統
制
関
係

資
料
（
商
工
省
・
企
画
院
）
な
ど
も
含
む
青
ラ
ベ
ル
資
料
と
し
て
当
館
に
搬
入
さ
れ
て

き
た
、
多
様
な
資
料
が
混
在
す
る
資
料
群
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
返
青
」
に
含
ま
れ
る

内
務
省
関
係
資
料
の
実
態
把
握
は
、
か
な
り
難
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

整
理
す
る
と
、
当
館
所
蔵
の
内
務
省
関
係
資
料
は
、
組
織
改
編
・
業
務
移
管
な
ど
に

起
因
す
る
簿
冊
上
の
混
在
や
、
一
部
資
料
の
移
管
過
程
な
ど
に
起
因
す
る
資
料
群
内
の

混
在
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
抱
え
た
形
で
、
保
存
・
公
開
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。 
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さ
ら
に
、
当
館
が
移
管
元
単
位
で
目
録
を
編
成
し
、
そ
の
上
で
資
料
を
保
存
・
公
開

し
て
い
る
結
果
の
産
物
と
し
て
、
元
々
特
殊
な
性
質
を
持
つ
内
務
省
関
係
資
料
が
複
数

の
省
庁
文
書
中
へ
分
散
・
分
布
す
る
と
い
う
要
素
も
生
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

つ
ま
り
、
既
に
解
体
さ
れ
て
複
数
の
組
織
に
業
務
が
継
承
さ
れ
た
、
内
務
省
と
い
う

組
織
の
関
係
資
料
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
資
料
に
関
連
す
る
難
し
さ
や
課
題
な
ど

が
別
の
角
度
か
ら
浮
か
ん
で
来
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
ガ
イ
ド
を

構
築
す
る
こ
と
が
、
利
用
者
の
利
便
性
向
上
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
八

二
．
二　　

内
務
省
関
係
資
料
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
手
法

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
利
用
者
の
目
線
に
立
っ
た
場
合
、
現
状
の
当
館
で
の
資
料

整
理
・
公
開
の
あ
り
方
の
み
で
は
、
内
務
省
関
係
資
料
の
実
態
把
握
が
難
し
い
状
況
に

あ
る
と
言
え
る
。
そ
こ
で
同
資
料
群
の
よ
う
な
各
所
に
分
散
・
分
布
し
て
い
る
資
料
群

の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が
取
れ
る
か
少
し
考
え
て
み
た
い
。

現
在
の
当
館
に
は
、「
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
目
録
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
」
に

関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
存
在
す
る
（
令
和
二
年
館
長
決
定
）
。
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

お
い
て
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
目
録
に
つ
い
て
「
適
切
な
単
位
に
よ
り
作
成
し
、

系
統
だ
っ
た
秩
序
で
構
成
す
る
」
も
の
だ
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
利
用
者
の

利
便
性
な
ど
を
考
慮
し
て
「
移
管
元
機
関
等
や
部
局
、
種
別
等
の
適
切
な
ま
と
ま
り
」

に
よ
っ
て
、
目
録
を
体
系
的
に
構
成
す
る
も
の
だ
と
も
規
定
し
て
い
る
。

本
稿
で
の
調
査
に
よ
り
、
当
館
が
所
蔵
す
る
内
務
省
関
係
資
料
が
、
フ
ァ
イ
リ
ン
グ

さ
れ
た
文
書
資
料
の
み
で
構
成
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
図
書
・
刊
行
資
料
な
ど
が
数
多
く

含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
当
館
が
所
蔵
す
る
内
務
省
関
係
資
料

の
特
殊
性
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

特
殊
性
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
資
料
を
検
索
・
閲
覧
す
る
際
に
利
用
者
が
、

資
料
に
対
す
る
あ
る
程
度
の
明
確
な
目
的
意
識
や
、
一
定
の
専
門
知
識
を
持
つ
こ
と
を

要
求
さ
れ
る
と
い
っ
た
点
は
、
否
め
な
い
所
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
の
分
野
に
お
い
て
は
、
資
料
を
整
理
し
て
目
録
を
作
成
す
る
過
程

で
、「
利
用
者
の
多
様
な
検
索
要
求
に
応
え
る
た
め
」
に
「
さ
ま
ざ
ま
な
補
助
的
手
段
が

考
案
」
さ
れ
る
こ
と
自
体
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い

。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
稿
で
の

分
析
対
象
と
し
た
内
務
省
関
係
資
料
の
よ
う
な
特
殊
な
資
料
群
を
対
象
と
し
た
、
資
料

を
検
索
す
る
た
め
の
補
助
的
な
手
段
・
方
策
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
は
、
多
様
な

試
み
の
一
つ
と
し
て
有
効
な
も
の
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う

。 
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一
九

国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
内
務
省
関
係
資
料
に
つ
い
て

『
北
の
丸
』
第
58
号

筆
者
は
、
当
館
が
所
蔵
す
る
内
務
省
関
係
資
料
の
調
査
過
程
で
、
簿
冊
単
位
で
な
く

資
料
一
点
ご
と
の
内
容
の
確
認
と
、
件
名
単
位
で
の
資
料
抽
出
も
試
み
た
。
そ
の
結
果

と
し
て
、
当
館
が
所
蔵
す
る
内
務
省
関
係
資
料
と
考
え
ら
れ
る
資
料
の
件
数
は
、
本
稿

執
筆
の
時
点
で
合
計
一
一
，
二
八
六
点
ほ
ど
に
な
る
こ
と
が
確
認
出
来
た

。

以
下
、
こ
の
総
数
を
持
つ
資
料
群
の
実
態
を
把
握
す
る
上
で
、
現
在
の
原
秩
序
と
は

別
に
資
料
の
内
容
に
即
し
た
形
の
カ
テ
ゴ
リ
分
け
を
試
み
た
い
。
具
体
的
に
は
、 

①
個
別
資
料
の
確
認
と
、
小
分
類
レ
ベ
ル
の
デ
ー
タ
を
作
成
す
る
。

①
個
別
資
料
の
確
認
と
、
小
分
類
レ
ベ
ル
の
デ
ー
タ
を
作
成
す
る
。 

②
近
し
い
・
関
連
す
る
資
料
を
束
ね
た
中
分
類
レ
ベ
ル
に
ま
と
め
る
。

②
近
し
い
・
関
連
す
る
資
料
を
束
ね
た
中
分
類
レ
ベ
ル
に
ま
と
め
る
。 

③
改
め
て
大
き
な
大
分
類
レ
ベ
ル
に
ま
と
め
る
。

③
改
め
て
大
き
な
大
分
類
レ
ベ
ル
に
ま
と
め
る
。

と
い
う
階
層
構
造
に
基
づ
い
た
、
デ
ー
タ
上
の
カ
テ
ゴ
リ
分
け
で
あ
る
。
こ
の
工
程
を

通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
移
管
元
・
簿
冊
単
位
で
の
整
理
の
形
を
意
識
し
つ
つ
、

そ
れ
と
は
違
っ
た
形
で
、
当
館
が
所
蔵
し
て
い
る
内
務
省
関
係
資
料
の
実
態
を
把
握
・

整
理
す
る
た
め
の
補
助
線
を
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
ろ
う
。

参
考
例
と
し
て
、
内
務
省
関
係
資
料
の
中
の
、「
不
敬
事
件
・
報
道
」
に
関
す
る
資
料

を
抽
出
し
、カ
テ
ゴ
リ
分
け
を
試
み
る
。
当
館
が
所
蔵
し
て
い
る
内
務
省
関
係
資
料
中
に
、

不
敬
事
件
と
そ
の
報
道
に
関
す
る
資
料
は
、
以
下
に
示
す
一
六
点
が
存
在
す
る
。

（
１
）
不
敬
に
係
る
新
聞
記
事
の
件

北
海
道

（
平
９
警
察
０
０
１
８
０
１
０
０
―
０
２
５
）

（
２
）
徳
島
毎
日
新
聞
記
事
「
斯
く
て
も
皇
室
の
尊
厳
を
冒
涜
せ
ざ
る
か
」
の
件

（
平
９
警
察
０
０
１
９
４
１
０
０
―
０
６
０
）

（
３
）
二
六
中
央
新
聞
記
事
「
当
地
発
行
の
北
国
新
聞
不
敬
罪
告
訴
さ
る
」
の
件

石
川

（
平
９
警
察
０
０
１
８
３
１
０
０
―
０
２
０
）

（
４
）
因
伯
時
報
記
事
（
大
不
敬
漢
御
陵
発
掘
）
の
件
（
宮
内
省
、
奈
良
）

（
平
９
警
察
０
０
１
８
５
１
０
０
―
０
１
３
）

（
５
）
不
敬
極
ま
る
小
学
児
童
と
題
す
る
件

（
平
９
警
察
０
０
１
９
２
１
０
０
―
０
５
８
）

（
６
）「
不
敬
漢
福
沢
云
々
」
の
記
事
に
関
す
る
件
（
群
馬
）

（
平
９
警
察
０
０
１
９
４
１
０
０
―
０
６
０
）

（
７
）
新
聞
記
事
に
関
す
る
件
回
答

警
保
局
長
（
警
視
総
監
）

（
平
９
警
察
０
０
１
９
６
１
０
０
―
０
９
３
）

（
８
）
新
聞
記
事
に
関
す
る
件
照
会

警
視
総
監

（
平
９
警
察
０
０
１
９
６
１
０
０
―
０
９
４
）

（
９
）
直
訴
其
の
他
不
敬
事
件
調

（
平
９
警
察
０
０
６
８
７
１
０
０
―
０
０
４
）

（ 
10
）
直
願
其
の
他
不
敬
事
件
調
（
自
大
正
元
年
至
大
正
１
２
年
８
月
）

（
平
９
警
察
０
０
６
９
３
１
０
０
―
０
０
９
）

（ 
11
）
不
敬
投
書
貼
付
其
の
他
調

（
平
９
警
察
０
０
６
９
９
１
０
０
―
０
２
０
）

（ 
12
）
昭
和
七
年
一
月
八
日
内
閣
発
表
李
奉
昌
大
逆
事
件

（
平
９
警
察
０
０
７
０
１
１
０
０
―
０
１
８
）

（ 
13
）
参
考
資
料

最
近
に
於
け
る
不
敬
、
反
戦
、
反
軍
其
の
他
不
穏
言
動
の
概
要

（
返
青
０
７
０
０
９
０
３
０
）

（ 
14
）
不
敬
不
穏
反
戦
反
軍
事
件
の
概
要
（
３
月
中
）

（
返
青
０
７
０
０
９
０
４
０
）

（ 
15
）
左
翼
不
敬
不
穏
綴

（
返
青
０
８
０
０
６
０
０
０
）

（ 
16
）
最
近
に
於
け
る
不
敬
、
反
戦
、
反
軍
其
他
不
穏
言
動
の
概
要

（
返
青
３
５
０
０
４
０
０
０
） 
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お
わ
り
に

①
内
務
省
土
木
局
→
国
土
局
、
及
び
鉄
道
庁
の
旧
蔵
資
料
で
、
運
輸
省
・
建
設
省
か
ら

当
館
へ
と
移
管
さ
れ
た
、
国
土
・
河
川
開
発
、
鉄
道
免
許
関
連
な
ど
の
資
料
群
。

②
内
務
省
警
保
局
の
旧
蔵
資
料
を
中
心
に
、
警
察
大
学
校
へ
の
寄
贈
・
寄
託
資
料
類
を

合
わ
せ
て
警
察
庁
か
ら
当
館
へ
と
移
管
さ
れ
た
、
警
察
・
消
防
関
連
の
資
料
群
。

③
内
務
省
県
治
局
→
地
方
局
の
旧
蔵
資
料
で
、
自
治
省
か
ら
当
館
へ
と
移
管
さ
れ
た
、

地
方
行
政
・
地
方
自
治
関
連
の
資
料
群
。

④
内
務
省
社
会
局
か
ら
厚
生
省
に
移
っ
た
旧
蔵
資
料
で
、
厚
生
省
・
労
働
省
か
ら
当
館

へ
と
移
管
さ
れ
た
、
社
会
局
事
務
処
務
、
衛
生
・
労
働
関
連
の
資
料
群
。

本
稿
「
一
．
二
」
で
触
れ
た
少
数
の
部
局

「
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た
公
文
書
」

『
北
の
丸
』
第

号

国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
内
務
省
関
係
資
料
に
つ
い
て

ま
ず
こ
の
一
六
点
の
資
料
を
、
一
旦
「
不
敬
事
件
・
報
道
関
連
」
資
料
と
し
て
一
括
し
、 

53 さ
ら
に
、
同
資
料
群
を
含
ん
だ
複
数
の
資
料
群
を
、「
警
察
・
治
安
等
関
係
」
資
料
と
し

て
一
括
す
る
と
い
う
形
で
、カ
テ
ゴ
リ
分
け
し
て
み
た
。
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
分
け
に
従
う
と
、

先
ほ
ど
示
し
た
（

）
の
資
料
は
「
警
察
関
係
資
料
」
の
中
で
、 

「
警
察
・
治
安
等
関
係
」
―
「
不
敬
事
件
・
報
道
関
係
」
―
「
左
翼
不
敬
不
穏
綴
」
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15

と
い
っ
た
形
の
、
階
層
構
造
に
基
づ
く
位
置
付
け
・
把
握
が
可
能
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
、
今
後
例
え
ば
当
館
が
所
蔵
す
る
資
料
の
デ
ー
タ
に
対
し
て
タ
グ
付
け
な
ど

を
行
い
、
関
連
性
を
持
つ
資
料
の
検
索
の
際
の
ア
ク
セ
ス
を
よ
り
容
易
に
す
る
可
能
性

を
考
え
て
み
る
。
そ
の
際
先
に
触
れ
た
よ
う
な
大
分
類
・
中
分
類
と
い
う
形
で
資
料
を

ま
と
め
る
試
み
は
、
利
便
性
向
上
に
寄
与
す
る
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

な
お
こ
の
試
み
自
体
は
、
あ
く
ま
で
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
段
階
の
も
の
で
は
あ
る
。
特
に

先
に
参
考
例
と
し
て
挙
げ
た
不
敬
事
件
・
報
道
の
関
連
資
料
は
、「
内
務
省
警
保
局
文
書
」・

「
返
青
」
と
い
う
、
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
資
料
移
管
元
の
資
料
群
中
に
存
在
し
て
い
た

資
料
を
確
認
・
抽
出
し
、
そ
の
上
で
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
て
み
た
形
と
な
る
。

こ
の
や
り
方
を
模
索
す
る
上
で
、
カ
テ
ゴ
リ
分
け
や
処
置
が
難
し
い
資
料
、
例
え
ば

一
つ
の
資
料
が
複
数
の
領
域
に
ま
た
が
る
よ
う
な
も
の
（
警
察
・
消
防
「
服
制
」
関
係

な
ど
）
が
今
後
出
て
く
る
こ
と
な
ど
も
想
起
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
も
そ
も

資
料
群
の
カ
テ
ゴ
リ
分
け
に
当
た
っ
て
は
、
資
料
に
対
す
る
専
門
的
な
知
識
と
、
膨
大

な
作
業
時
間
を
要
す
る
部
分
も
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
カ
テ
ゴ
リ
分
け
と
い
う
試
み
の

実
現
性
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
深
く
考
え
て
み
た
い
所
で
あ
る
。

以
上
、
内
務
省
関
係
資
料
の
よ
う
な
特
殊
な
資
料
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
手
法
に

つ
い
て
、
一
つ
の
試
行
例
を
提
示
し
て
み
た
。
も
ち
ろ
ん
資
料
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ

の
手
法
は
、
今
後
様
々
な
模
索
を
経
て
、
深
化
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
本
稿
が

そ
の
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
、
言
わ
ば
一
つ
の
叩
き
台
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

二
〇

お
わ
り
に

以
上
本
稿
で
は
、
当
館
が
所
蔵
す
る
内
務
省
関
係
資
料
の
概
要
・
資
料
移
管
過
程
の

検
討
、
及
び
移
管
元
・
簿
冊
単
位
で
保
存
・
公
開
さ
れ
て
い
る
資
料
群
か
ら
の
内
務
省

関
係
資
料
の
抽
出
と
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
っ
て
き
た
。

改
め
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
当
館
が
所
蔵
す
る
内
務
省
関
係
資
料
は
、 

①
内
務
省
土
木
局
→
国
土
局
、
及
び
鉄
道
庁
の
旧
蔵
資
料
で
、
運
輸
省
・
建
設
省
か
ら

当
館
へ
と
移
管
さ
れ
た
、
国
土
・
河
川
開
発
、
鉄
道
免
許
関
連
な
ど
の
資
料
群
。 

②
内
務
省
警
保
局
の
旧
蔵
資
料
を
中
心
に
、
警
察
大
学
校
へ
の
寄
贈
・
寄
託
資
料
類
を

合
わ
せ
て
警
察
庁
か
ら
当
館
へ
と
移
管
さ
れ
た
、
警
察
・
消
防
関
連
の
資
料
群
。 

③
内
務
省
県
治
局
→
地
方
局
の
旧
蔵
資
料
で
、
自
治
省
か
ら
当
館
へ
と
移
管
さ
れ
た
、

地
方
行
政
・
地
方
自
治
関
連
の
資
料
群
。 

④
内
務
省
社
会
局
か
ら
厚
生
省
に
移
っ
た
旧
蔵
資
料
で
、
厚
生
省
・
労
働
省
か
ら
当
館

へ
と
移
管
さ
れ
た
、
社
会
局
事
務
処
務
、
衛
生
・
労
働
関
連
の
資
料
群
。

及
び
本
稿
「
一
．
二
」
で
触
れ
た
少
数
の
部
局
の
旧
蔵
資
料
と
な
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、

「
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た
公
文
書
」
中
に
も
、
内
務
省
関
係
資
料
が
多
数
存
在
す
る
。

要
す
る
に
、
現
在
当
館
が
所
蔵
す
る
内
務
省
関
係
資
料
は
、
一
九
三
八
年
の
時
点
で

厚
生
省
に
所
管
業
務
が
移
っ
て
い
た
④
（
社
会
局
）
の
資
料
、
及
び
一
九
四
七
年
末
の

内
務
省
解
体
の
際
に
存
在
し
て
い
た
、
① 

③
の
部
局
（
国
土
局
・
地
方
局
・
警
保
局
、

及
び
大
臣
官
房
）
の
資
料
を
主
と
し
て
構
成～
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
点
数
・
簿
冊
数
は
か
な
り
多
く
、
本
稿
で
調
査
の
対
象

外
と
し
た
①
の
資
料
や
、「
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た
公
文
書
」
も
含
め
て
、
内
務
省
関
係

資
料
の
一
点
ご
と
の
詳
細
な
調
査
・
検
討
は
、
今
後
に
期
待
し
た
い
所
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
複
数
の
組
織
に
ま
た
が
っ
て
分
散
・
分
布
す
る
資
料
の
実
態
把
握

に
は
、
高
度
な
専
門
性
と
知
識
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
点
を
考
慮
し
た
上
で
、
資
料
の

調
査
・
検
討
と
実
態
把
握
が
現
実
的
に
可
能
な
形
で
進
む
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

ま
た
内
務
省
の
よ
う
に
、
解
体
さ
れ
他
省
庁
へ
業
務
が
継
承
さ
れ
た
特
殊
な
組
織
の

旧
蔵
資
料
の
検
索
・
利
用
方
策
の
一
例
を
、
本
稿
「
二
．
二
」
で
試
み
た
。
こ
う
し
た

資
料
の
実
態
把
握
と
利
用
方
策
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

た
だ
し
、
本
稿
で
の
試
み
は
、
結
果
的
に
当
館
が
所
蔵
し
て
い
る
、
内
務
省
資
料
の

実
態
を
完
全
把
握
す
る
段
階
ま
で
は
ま
だ
達
し
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
。
そ
の
一
因
と

し
て
は
、
本
稿
で
も
断
り
を
入
れ
た
よ
う
に
、
内
務
省
土
木
局
・
国
土
局
の
資
料
調
査

が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
同
資
料
群
に
つ
い
て
は
、
何
ら
か

の
形
で
今
後
、
調
査
・
検
討
が
必
要
と
な
る
大
き
な
課
題
だ
と
言
え
る
。

ま
た
資
料
の
利
用
と
、
そ
れ
を
元
に
し
た
研
究
な
ど
が
今
後
進
め
ば
、
当
館
が
所
蔵

す
る
内
務
省
関
係
資
料
へ
の
、
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
く
こ
と
も

期
待
出
来
よ
う
。
そ
し
て
今
後
は
、
本
稿
で
試
み
た
よ
う
な
資
料
の
出
自
・
由
来
な
ど

に
関
す
る
、
よ
り
詳
細
な
調
査
・
検
討
な
ど
も
望
ま
れ
る
所
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
本
稿
に
お
い
て
は
、
当
館
へ
と
移
管
さ
れ
た
資
料
か
ら
、
内
務
省
関
係
資
料
を

抽
出
す
る
作
業
に
ま
ず
重
点
を
置
き
、
そ
の
作
業
が
終
了
し
た
後
、
対
象
文
書
の
範
囲

や
特
徴
な
ど
に
関
す
る
調
査
・
分
析
を
、
改
め
て
重
点
的
に
行
う
形
と
な
っ
た
。

そ
の
た
め
、
資
料
個
別
の
出
自
の
確
認
、
そ
の
中
で
も
特
殊
な
移
管
経
緯
を
持
っ
て

い
た
警
察
大
学
校
旧
蔵
・
寄
贈
資
料
の
詳
細
確
認
が
十
分
で
な
い
部
分
も
否
め
な
い
。

例
え
ば
、
資
料
の
旧
蔵
者
を
示
す
押
印
・
書
き
込
み
に
関
す
る
調
査
な
ど
に
つ
い
て
は

本
稿
に
お
い
て
資
料
を
抽
出
す
る
過
程
で
行
っ
て
は
い
る
が
、
さ
ら
な
る
精
査
は
可
能

で
あ
ろ
う
。
今
後
さ
ら
に
、
資
料
の
元
々
の
出
自
に
つ
な
が
る
様
々
な
要
素
の
調
査
が

進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
務
省
関
係
資
料
を
始
め
と
す
る
、
当
館
所
蔵
資
料
に
対
す
る

理
解
の
さ
ら
な
る
進
展
も
、
大
い
に
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
近
年
、
公
安
調
査
庁
か
ら
当
館
に
移
管
さ
れ
た
資
料
の
中
に
、
内
務
省
が
所
蔵

し
て
い
た
可
能
性
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
な
資
料
が
散
見
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、二
〇
二
〇
（
令
和
二
）
年
度
に
同
庁
か
ら
当
館
へ
と
移
管
さ
れ
た
資
料
中
に
、

内
務
省
警
保
局
作
成
の
『
特
高
月
報
』
が
、
昭
和
五
年
分
～
一
九
年
分
ま
で
存
在
し
て

い
る
（
令
２
公
調
０
０
０
６
４
１
０
０
～
０
０
２
３
４
１
０
０
）。『
特
高
月
報
』
自
体
は
、

警
察
庁
か
ら
移
管
さ
れ
た
「
内
務
省
警
保
局
文
書
」
の
中
に
も
存
在
し
て
い
る
（
平
９

警
察
０
０
３
９
２
１
０
０
～
０
０
４
７
８
１
０
０
）。
し
か
し
な
が
ら
、
同
文
書
の
中
に

存
在
す
る
『
特
高
月
報
』
は
昭
和
五
年
分
～
一
〇
年
分
の
み
に
留
ま
っ
て
い
る
。

ま
た
、
司
法
省
作
成
の
「
全
国
国
家
主
義
団
体
一
覧　

昭
和
１
６
年
現
在
」
そ

の
１
～
３
（
令
２
公
調
０
０
０
１
６
１
０
０
～
０
０
０
１
８
１
０
０
）
も
、
同
じ
く

二
〇
二
〇
年
度
に
公
安
調
査
庁
か
ら
移
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
は
外
部
省
庁
作
成

の
資
料
だ
が
、
内
務
省
時
代
に
受
領
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
得
る
資
料
で
あ
る
。

本
稿
「
一
．
四
」
に
お
い
て
も
少
し
触
れ
た
が
、
公
安
調
査
庁
は
内
務
省
解
体
後
に

同
省
調
査
局
の
所
管
業
務
を
引
き
継
い
だ
組
織
に
当
た
る
。
つ
ま
り
同
庁
は
、
内
務
省

関
係
資
料
を
所
蔵
し
て
い
る
可
能
性
を
持
つ
組
織
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
同
庁

か
ら
移
管
さ
れ
た
文
書
の
事
例
の
よ
う
に
、
内
務
省
の
業
務
を
引
き
継
い
だ
他
の
省
庁

に
お
い
て
も
、
当
館
に
ま
だ
移
管
さ
れ
て
い
な
い
内
務
省
関
係
資
料
が
、
所
蔵
さ
れ
て

い
る
可
能
性
は
、
十
分
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

。

本
稿
で
は
、
当
館
に
お
い
て
特
殊
か
つ
複
雑
な
形
で
存
在
し
て
い
る
、
内
務
省
関
係

資
料
を
対
象
と
し
て
、
資
料
の
調
査
・
抽
出
と
そ
の
分
析
・
検
討
を
試
み
た
。
本
稿
に

お
け
る
試
み
が
、
今
回
取
り
上
げ
た
内
務
省
関
係
資
料
だ
け
で
は
な
く
、
当
館
が
所
蔵

し
て
い
る
特
殊
な
移
管
経
緯
・
所
蔵
状
況
を
持
つ
資
料
群
の
活
用
の
あ
り
方
に
対
し
て

あ
る
種
の
呼
び
水
・
一
つ
の
契
機
と
も
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 
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１

本
誌
『
北
の
丸
』
で
は
、
各
省
庁
な
ど
に
お
け
る
組
織
内
の
文
書
管
理
と
、
当
館
へ
の

移
管
文
書
群
に
関
す
る
論
稿
が
こ
れ
ま
で
多
数
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
始
ま
り
と
な
る

の
が
、
第
四
三
号
（
二
〇
〇
一
年
二
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
以
下
の
二
論
稿
で
あ
る
。

・
栃
木
智
子
「
経 58
済
産
業
省
（
通
商
産
業
省
）
文
書
の
構
造
と
移
管
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」

・
本
村
慈
「
文
部
省
・
文
部
科
学
省
に
お
け
る
文
書
管
理
と
当
館
移
管
文
書
」

四
八 こ
号 れ
）・ 以
公 後
正 も
取 、農引 林委 水員 産会 省（ （第 第四 四九 四号 号）・ ）・逓 内信 閣、郵 法
政 制
省 局（ （
第 第
五 四
〇 五
号 号
）・ ）・会 厚
計 生
検 労
査 働
院 省（（

第第

五
三
号
）・法
務
省
（
第
五
四
号
）・自
治
、総
務
省
（
第
五
六
号
）・公
害
等
調
整
委
員
会
（
第

五
七
号
）
な
ど
に
お
け
る
、
組
織
内
の
文
書
管
理
や
移
管
さ
れ
た
文
書
に
関
す
る
論
稿
が
、

本
誌
に
お
い
て
継
続
的
に
発
表
さ
れ
現
在
に
至
る
形
と
な
る
。

こ
の
中
に
は
、
髙
木
重
治
「
地
方
行
政
関
係
文
書
の
特
徴
に
つ
い
て 
―
当
館
移
管
文
書

を
中
心
に
―
」（
第
五
六
号
）
の
よ
う
に
、
省
庁
の
解
体
後
に
後
継
組
織
へ
と
継
承
さ
れ
た

文
書
（
内
務
省
→
自
治
省
→
総
務
省
）
の
一
部
を
対
象
と
し
た
論
稿
も
存
在
す
る
。

２

自
治
省
自
治
大
学
校
編
『
戦
後
自
治
史
第
８
内
務
省
の
解
体
』、
自
治
省
自
治
大
学
校
、

一
九
六
六
年
、
二
二
二
頁
。

３

本
稿
で
は
、
当
館
資
料
の
請
求
番
号
に
付
さ
れ
た
特
定
の
資
料
群
を
表
す
カ
テ
ゴ
リ
名

（「当
平館
９へ
警の
察文

書 」・「移
昭管
４年
７度
厚・
生移

管 」
な元

省 ど
庁 ）
に が

、基
以づ
下く
頻表
出記
すで
るあ
形る

（ と
例 な
… る
「 。
平 こ
９ れ
警 ら
察 は

、」

は
平
成
九
年
度
に
警
察
庁
か
ら
移
管
さ
れ
た
資
料
群
）。
な
お
、「
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た

公
文
書
」（「
返
青
」・「
返
赤
」）
に
つ
い
て
は
、
本
稿
一
八
頁
で
後
述
。

４

一
九
二
六
（
大
正
一
五
）
年
～
一
九
四
〇
年
の
時
期
に
お
け
る
「
地
方
長
官
会
議
」
と

「
警
察
部
長
会
議
」
の
双
方
に
関
す
る
資
料
を
一
括
し
て
綴
り
込
ん
だ
簿
冊
一
七
点
が
、「
内

務
省
警
保
局
文
書
」
の
中
に
は
存
在
し
て
い
る
（
請
求
番
号
（
以
下
こ
の
表
記
は
省
略
）
：

平
９
警
察
０
０
２
９
８
１
０
０
～
０
０
３
１
４
１
０
０
）。

二
二

　
ま
た
「
内
務
省
警
保
局
文
書
」
の
中
に
は
、
種
村
一
男
編
纂
の
「
警
察
参
考
資
料
」
の

簿
冊
も
多
数
存
在
す
る
が
（
同
資
料
に
つ
い
て
は
後
述
）、
こ
の
中
に
も
警
察
部
長
会
議
の

関
連
資
料
が
複
数
綴
り
込
ま
れ
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。

５

一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
の
警
察
部
長
会
議
関
連
文
書
と
一
九
四
一
年
～
一
九
四
三

（簿１ 昭４ 冊 和０ が 一１ 、「 八４ 米 ）０ 国 年０ か の０ ら・ 地２ 返 方１ 還 長０ さ 官０ れ 会１ た 議０ ・公０ 警文０ 察書～ 部」２ 長の１ 「 会０ 議返０ 関青６ 連」０
文中０
書に０
の存）。 綴在
りし
込て
まい
れる

（ た
資返
料青

な
お
、
注
４・
５
で
取
り
上
げ
た
両
会
議
の
関
連
資
料
に
つ
い
て
は
、
池
田
順
編
集
・

解
説
『
昭
和
戦
前
期
内
務
行
政
史
料
：
地
方
長
官
警
察
部
長
会
議
書
類
』、
ゆ
ま
に
書
房
、

二
〇
〇
〇
年
・
二
〇
〇
一
年
、
と
し
て
復
刻
刊
行
（
全
三
六
巻
）
さ
れ
て
い
る
。

６

「
開
館
十
周
年
座
談
会 
Ⅱ
開
館
当
初
か
ら
十
年
」、『
北
の
丸
』
第
一
四
号
、
一
九
八
二

年
一
月
、
四
二
頁
。
発
言
者
は
河
本
甲
子
三
（
元
総
理
府
事
務
官
）。

７

「
返
青
」・「
内
務
省
警
保
局
文
書
」
内
の
資
料
の
一
部
に
は
、
粟
屋
憲
太
郎
・
中
園
裕
編
・

解
説
『
敗
戦
直
後
の
社
会
情
勢
』、
現
代
史
料
出
版
、
一
九
九
八
年
・
一
九
九
九
年
、
荻
野

富
士
夫
編
『
特
高
警
察
関
係
資
料
集
成
』、
不
二
出
版
、
一
九
九
一
年
～
二
〇
〇
四
年
、
の

よ
う
な
刊
行
資
料
集
に
既
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
も
存
在
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
資
料
集
は
あ
く
ま
で
デ
ー
タ
に
基
づ
く
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を

行
っ
た
の
み
で
、
当
館
が
所
蔵
し
て
い
る
内
務
省
関
係
資
料
の
実
態
を
把
握
す
る
段
階
に

は
至
っ
て
お
ら
ず
、
本
稿
は
こ
の
実
態
把
握
を
目
指
す
一
試
論
と
な
る
。

８

内
務
省
研
究
会
編
『
内
務
省
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
二
五
年
）
に
収
録
さ
れ
た
、

下
重
直
樹
「
コ
ラ
ム
④
内
務
省
と
そ
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」
に
お
い
て
は
、
火
災
・
震
災
・

戦
争
末
期
の
文
書
焼
却
な
ど
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
、
内
務
省
に
関
連
す
る
文
書
の
現
存

が
少
な
い
点
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
（
二
五
〇・二
五
一
頁
）。

そ
の
上
で
同
コ
ラ
ム
で
は
、
残
さ
れ
た
内
務
省
文
書
に
つ
い
て
も
（
本
稿
注
３
３
で
も

触
れ
る
資
料
群
を
含
め
）触
れ
ら
れ
て
い
る
。そ
し
て『
内
務
省
史
』を
編
纂
す
る
過
程
で
は
、



二
三

国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
内
務
省
関
係
資
料
に
つ
い
て

『
北
の
丸
』
第
58
号

内
務
省
に
関
す
る
「
史
料
の
乏
し
さ
に
苦
し
め
ら
れ
た
」（
二
五
二
頁
）
が
、
そ
の
後
当
館

へ
の
省
庁
文
書
移
管
・
公
開
の
進
展
な
ど
で
、「
状
況
は
変
わ
っ
て
き
た
」
と
述
べ
ら
れ
る
。

た
だ
し
同
コ
ラ
ム
で
は
、
紙
幅
の
限
界
な
ど
も
あ
ろ
う
が
、
当
館
が
所
蔵
す
る
内
務
省

に
関
連
す
る
資
料
の
実
態
・
現
状
に
深
く
踏
み
込
む
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

９

「
内
務
省
職
制
及
事
務
章
程
」（
内
閣
文
庫
１
８
７ 
―
０
３
３
５
）。

　
以
下
、当
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
内
「
省
庁
組
織
変
遷
図
」 
―
「
内
務
省
」（ https:// 

www.digital.archives.go.jp/hensen/hensen-detail.htm
l#440

。
参
照
、
二
〇

二
六
年
二
月
二
四
日
）、及
び
平
野
孝
『
内
務
省
解
体
史
論
』、法
律
文
化
社
、一
九
九
〇
年
、

に
収
録
の
「
内
務
省
概
略
年
表
」
な
ど
を
、
内
務
省
内
の
部
局
・
組
織
の
変
遷
に
関
し
て

参
考
に
し
た
。

　

本
稿
に
お
け
る
調
査
は
、
当
館
が
所
蔵
し
て
い
る
内
務
省
に
関
係
す
る
資
料
の
中
で
、

あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
を
持
ち
な
が
ら
も
、
詳
細
な
調
査
が
こ
れ
ま
で
に
十
分
行
わ
れ
て

き
た
と
は
言
い
が
た
い
文
書
群
で
あ
っ
た
警
察
関
係
資
料
の
、
一
点
ご
と
の
確
認
調
査
を

行
う
所
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

そ
の
後
対
象
を
、
自
治
省
移
管
の
地
方
自
治
・
地
方
行
政
関
係
資
料
や
、
厚
生
省
移
管

の
社
会
局
・
衛
生
局
関
連
資
料
な
ど
に
広
げ
て
、
最
終
的
に
は
「
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た

公
文
書
」
中
の
内
務
省
関
係
資
料
に
も
同
様
の
作
業
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
資
料
が
、「
戦
時
下
に
於
け
る
鮮
人
不
穏
分
子
の
動
静
に

つ
い
て
の
報
告
」（
返
赤
１
８
０
０
３
０
６
０
）
で
あ
る
。
同
資
料
に
お
け
る
作
成
・
取
得

部
局
は
「
内
務
省
」
と
な
っ
て
お
り
、「
関
連
事
項
」
欄
に
「
内
務
省
罫
紙
」
を
使
用
し
て

い
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
資
料
と
前
後
の
資
料
と
の
間
に
特
別
な

関
連
性
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
同
資
料
が
軍
関
係
資
料
を
中
心
と
す
る
「
返
赤
」
へ
と
編
入

さ
れ
た
理
由
の
見
当
付
け
が
、
現
在
に
お
い
て
は
困
難
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
調
査
の
対
象
外
と
し
た
資
料
は
、
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。 

①
内
務
省
の
業
務
を
引
き
継
い
だ
後
継
省
庁
の
関
連
資
料
。 

10111213

例
（
１
） …
内
務
省
の
解
体
後
に
、警
察
関
連
の
業
務
を
継
承
し
た
「
国
家
地
方
警
察
」
が
、

一
九
四
八
年
～
一
九
五
四
年
の
間
に
作
成
・
受
領
し
た
資
料
。

例
（
２
） 
…
一
九
三
八
年
以
降
、
厚
生
省
が
作
成
・
受
領
し
た
資
料
。 

② 
…
現
行
省
庁
（
警
察
庁
・
厚
生
労
働
省
な
ど
）
に
関
連
す
る
資
料
。 

③ 
…
「
返
青
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
、
内
務
省
関
係
資
料
と
考
え
に
く
い
よ
う
な
資
料
。

例 
…
「
物
動
策
定
事
務
順
序
概
覧
」（
内
閣
企
画
院
。
返
青
６
１
０
２
０
０
２
０
）・「
繊
維

部
門
答
申
資
料
」（
大
東
亜
建
設
審
議
会
。
返
青
６
６
０
０
５
０
２
０
）。

な
お
、
本
稿
で
の
内
務
省
関
係
資
料
の
抽
出
に
際
し
て
、
運
輸
省
・
建
設
省
か
ら
当
館

へ
移
管
さ
れ
た
内
務
省
国
土
局
・
土
木
局
関
連
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
調
査

の
対
象
外
と
す
る
形
で
作
業
を
進
め
た
。
こ
の
両
局
の
関
連
資
料
の
中
の
、
鉄
道
・
河
川

関
連
の
各
種
免
許
・
許
認
可
な
ど
に
関
連
す
る
資
料
が
、
内
務
省
関
係
資
料
に
相
当
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
詳
細
な
調
査
が
望
ま
れ
る
が
、

本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
調
査
の
対
象
外
と
し
た
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
。

　

表
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
大
霞
会
編
『
内
務
省
史
』
第
四
巻
、
地
方
財
務
協
会
、

一
九
七
一
年
、
に
収
録
の
「
内
務
省
及
び
地
方
庁
の
機
構
の
変
遷
」（
七
四
二
頁
～
七
四
九

頁
）、
及
び
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
「
ア
ジ
歴
グ
ロ
ッ
サ
リ
ー
」（ https://www. 

jacar.go.jp/exhibition/glossary/

。
参
照
、
二
〇
二
六
年
二
月
二
四
日
）
な
ど
も
適

宜
参
考
に
し
た
。
な
お
、本
稿
で
所
蔵「
な
し
」と
し
た
部
局
作
成
の
刊
行
資
料
が
、当
館「
内

閣
文
庫
」
所
蔵
の
図
書
・
刊
行
資
料
群
中
に
存
在
す
る
よ
う
な
事
例
も
あ
る
。

ま
た
当
館
所
蔵
の
内
務
省
関
係
資
料
に
つ
い
て
は
、
山
田
敏
之
「
国
の
機
関
に
お
け
る

公
文
書
の
保
存
に
つ
い
て
」、『
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
』
８
３
６
号
、
国
立
国
会
図
書
館
調
査
立

法
考
査
局
、
二
〇
二
〇
年
九
月
、
一
二
～
一
四
頁
、
も
参
照
。

　

「
内
務
省
官
制
改
正
臨
時
建
築
職
員
ノ
件
ヲ
定
メ
衛
生
試
験
所
、
中
央
気
象
台
官
制
中
ヲ

改
正
ス
」（「
公
文
類
聚
・
第
十
七
編
・
明
治
二
十
六
年
・
第
七
巻
・
官
職
一
・
官
制
一
・

官
制
一
（
内
閣
・
枢
密
院
・
外
務
省
・
内
務
省
）」。
類
０
０
６
３
７
１
０
０
）。 
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『
北
の
丸
』
第

号

国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
内
務
省
関
係
資
料
に
つ
い
て

　

「
各
省
官
制
通
則
ヲ
改
定
ス
」（
同
上
）。 

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16
　

以
下
、渡
邉
佳
子
『
近
代
日
本
の
統
治
機
構
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
』、樹
書
房
、二
〇
二
一
年
、

二
〇
一
～
二
〇
三
頁
、
を
参
照
。

　

「
内
務
省
文
書
保
存
規
則
ヲ
定
ム
」（「
公
文
類
聚
・
第
十
二
編
・
明
治
二
十
一
年
・ 

第
九
巻
・
文
書
・
出
版
写
真
附
・
公
文
書
式
・
記
録
志
表
・
印
璽
・
受
付
進
献
」。
類

０
３
４
４
１
０
０ 
―
０
１
２
）。

　

「
内
務
省
文
書
保
存
規
程
」（
平
９
警
察
０
０
２
１
７
１
０
０ 
―
０
５
２
）。

　

「
内
務
省
文
書
保
存
規
程
改
正
ノ
件
」（
昭
４
７
厚
生
０
０
０
０
５
１
０
０ 
―
０
１
４
）。

　

『
内
務
省
史
』
第
一
巻
、
一
九
七
一
年
、
三
五
一
頁
。

　

『
内
務
省
史
』
第
二
巻
、
同
、
九
三
二
頁
。

　

高
橋
雄
豺
「
鈴
木
さ
ん
の
追
憶
」、『
警
察
協
会
雑
誌
』（
４
９
１
）、
警
察
協
会
、

一
九
四
一
年
四
月
、
四
七
頁
。

　

種
村
一
男
編
『
警
察
参
考
資
料
』
第
９
集
、
一
九
七
三
年
、
一
〇
八
頁
、
高
橋
雄
豺
・

中
原
英
典
「
日
本
警
察
の
歩
み
を
語
る
（
そ
の
一
） ―
明
治
警
察
史
研
究
を
中
心
に
し
て
」、

『
警
察
研
究
』（
４
５
）（
９
）、
良
書
普
及
会
、
一
九
七
四
年
九
月
、
一
〇
一
頁
、
な
ど
が
、

こ
の
件
に
関
す
る
後
年
の
語
り
・
回
想
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。　

　

前
掲
「
日
本
警
察
の
歩
み
を
語
る
（
そ
の
一
）」、
一
一
〇
頁
。

　

な
お
厚
生
省
で
は
、
一
九
四
〇
年
六
月
の
官
庁
街
大
火
に
よ
っ
て
、
医
療
保
険
立
法
や

医
籍
な
ど
に
関
連
す
る
資
料
が
、
数
多
く
焼
失
し
て
い
る
（
厚
生
省
五
十
年
史
編
集
委
員

会
編
『
厚
生
省
五
十
年
史
資
料
編
』、
厚
生
問
題
研
究
会
、
一
九
八
八
年
、
一
一
八
〇
頁
）。

　

な
お
、
同
局
が
所
管
し
て
い
た
財
政
関
係
業
務
に
つ
い
て
は
、「
地
方
財
政
委
員
会
」
を

経
て
、
最
終
的
に
は
本
局
と
同
じ
く
自
治
庁
へ
と
移
管
さ
れ
る
形
に
な
っ
た
。

　

『
国
立
公
文
書
館
年
報
』
創
刊
号
、
国
立
公
文
書
館
、
一
九
七
二
年
、
二
八
頁
。

　

「
平
成
１
３
年
度
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
業
務
実
績
報
告
書
」、
独
立
行
政
法
人

国
立
公
文
書
館
、
二
〇
〇
二
年
六
月
、
七・八
頁
、
他
を
参
照
。
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二
四

　

資
料
の
発
見
と
移
管
経
緯
に
つ
い
て
は
、『
読
売
新
聞
』、
一
九
九
九
年
八
月
一
五
日
、

参
議
院
で
の
質
問
に
つ
い
て
は
、「
参
議
院
決
算
委
員
会
（
第
百
三
十
八
回
国
会
閉
会
後
）

会
議
録
第
三
号
」、
一
九
九
六
年
一
一
月
二
六
日
、
三
一
～
三
三
頁
、
を
参
照
。

　

例
え
ば
、
福
岡
県
警
察
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
福
岡
県
警
察
史
明
治
大
正
編
』、
福
岡
県

警
察
本
部
、
一
九
七
八
年
、
内
の
「
主
要
参
考
文
献
資
料
解
題
」・
山
口
県
警
察
史
編
さ
ん

委
員
会
編
『
山
口
県
警
察
史
』
上
巻
、
山
口
県
警
察
本
部
、
同
上
、
内
の
「
参
考
文
献
表
」

に
お
い
て
は
、
前
掲
し
た
「
警
保
局
長
決
裁
文
書
」・「
内
務
大
臣
決
裁
文
書
」
に
つ
い
て
、

種
村
一
男
旧
蔵
・「
警
察
大
学
校
蔵
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
『
内
務
省
史
』
第
四
巻
に
は
「
地
方
長
官
会
議
に
お
け
る
内
務
大
臣
訓
示
集
」
が

収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
資
料
は
既
存
の
刊
行
資
料
か
ら
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

「
平
９
警
察
」
内
に
存
在
し
て
い
る
同
会
議
関
連
の
資
料
が
出
典
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
点

か
ら
、「
種
村
一
男
旧
蔵
資
料
」
の
警
察
大
学
校
へ
の
寄
贈
時
期
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
の

見
当
を
付
け
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

前
掲
注
３
０
『
読
売
新
聞
』、
一
九
九
九
年
八
月
一
五
日
。

　

ち
な
み
に
警
察
庁
か
ら
当
館
へ
は
、「
民
部
官
、
民
部
省
、
神
祇
省
記
録
」
の
資
料
群

が
一
九
八
一
（
昭
和
五
六
）
年
度
に
移
管
さ
れ
、「
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
」
の
資
料
群
が

一
九
八
六
（
昭
和
六
一
）
年
度
に
移
管
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
は
前
述

し
た
「
平
９
警
察
」
資
料
の
「
発
見
」
と
警
察
大
学
校
の
移
転
ま
で
の
間
、
警
察
庁
か
ら

当
館
へ
の
文
書
移
管
は
、
長
ら
く
途
絶
え
る
形
と
な
っ
て
い
た
。

ま
た
、「
皇
宮
警
察
」
の
関
連
資
料
も
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
度
以
降
警
察
庁
か
ら

当
館
へ
移
管
が
続
い
て
い
る
。
だ
が
同
組
織
が
内
務
省
所
管
だ
っ
た
の
は
、
一
九
四
七
年

一
月
～
翌
年
三
月
と
い
う
極
め
て
短
い
期
間
で
あ
る
。
当
館
所
蔵
の
皇
宮
警
察
関
連
資
料 

33 32 31 30は
現
状
、
そ
れ
以
前
の
戦
前
期
に
お
け
る
宮
内
省
所
管
時
期
と
、
戦
後
の
国
家
地
方
警
察
・

警
察
庁
所
管
時
期
の
も
の
し
か
存
在
し
な
い
状
態
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
同
資
料
も
ま
た

本
稿
に
お
け
る
調
査
の
対
象
外
と
し
た
。



 

 
 

 

 

二
五

国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
内
務
省
関
係
資
料
に
つ
い
て

『
北
の
丸
』
第
58
号

　

渡
辺
忠
威
「
警
察
大
学
校
図
書・資
料
の
回
顧
と
展
望
」、『
警
察
学
論
集
』、３
２
（
１
０
）、

立
花
書
房
、一
九
七
九
年
一
〇
月
、四
二・四
六
頁
。
警
察
大
学
校
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
警

察
大
学
校
史
』、
警
察
大
学
校
学
友
会
、
一
九
八
五
年
、
三
〇
四
頁
。

　

「
韓
国
警
察
に
関
す
る
意
見
書
」（
平
１
７
警
察
０
０
０
７
８
１
０
０
）、
及
び
「
自
治

と
消
防
」（
講
演
記
録
。
平
２
７
警
察
０
０
２
４
４
１
０
０
）
な
ど
、
松
井
茂
関
連
の
資
料

に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
お
け
る
調
査
対
象
資
料
群
の
中
に
約
八
〇
点
確
認
出
来
た
。
ま
た
、

前
掲
し
た
高
橋
雄
豺
や
警
察
大
学
校
で
初
代
の
図
書
館
長
を
務
め
た
忽
那
寛
な
ど
、
同
校

の
関
係
者
が
所
蔵
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
資
料
も
多
数
存
在
し
て
い
る
。

例
え
ば
「
我
国
に
於
け
る
国
防
教
育
訓
練
の
概
況
附
録
外
国
に
於
け
る
青
少
年
組
織

と
国
防
教
育
訓
練
」（
平
２
７
警
察
０
０
２
４
２
１
０
０
）
は
、
企
画
院
が
作
成
し
た
冊
子

（
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
六
月
）
で
あ
る
が
、
元
企
画
院
事
務
官
で
も
あ
っ
た
忽
那
寛

の
寄
贈
印
と
「
警
察
大
学
校
附
属
図
書
館
」
の
蔵
書
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
資
料

の
裏
表
紙
部
分
に
は
、「
警
察
大
学
校
図
書
館
」
で
利
用
さ
れ
て
い
た
痕
跡
と
な
る
、
同
館

の
図
書
登
録
バ
ー
コ
ー
ド
も
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
資
料
も
ま
た
、
警
察
大
学
校
移
転
や
同
校
図
書
館
で
の
現
用
期
間
終
了
な
ど

を
機
に
、
警
察
庁
を
経
由
す
る
形
で
当
館
へ
と
移
管
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

渡
辺
忠
威『
警
察
教
育
の
先
覚
者
た
ち
』、立
花
書
房
、一
九
八
二
年
、一
三
六・一
三
七
頁
。

　

黒
沢
良
「
解
説
」、『
現
代
史
を
語
る 
④
松
本
学 
―
内
政
史
研
究
会
談
話
速
記
録
』、
現
代

史
料
出
版
、
二
〇
〇
六
年
、
五
五
頁
。

　

『
外
事
警
察
報
』
を
ま
と
め
た
合
冊
冊
子
資
料
（
平
９
警
察
０
０
０
３
７
１
０
０
～

０
０
０
５
５
１
０
０
）
に
は
「
松
本
学
氏
よ
り
寄
贈
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、本
稿「
は
じ
め
に
」に
お
い
て
少
し
触
れ
た「
筑
後
川
引
水
計
画
工
事
概
算
書
」は
、

松
本
が
福
岡
県
知
事
を
務
め
た
時
期（
一
九
二
九（
昭
和
四
）年
七
月
～
一
九
三
一
年
五
月
）

に
関
与
し
た
、
同
県
に
お
け
る
水
利
事
業
計
画
に
関
連
す
る
資
料
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

と
考
え
ら
れ
る
。 

3435363738

さ
ら
に
「
日
本
文
化
連
盟
名
簿
」（
平
３
０
警
察
０
０
３
５
４
１
０
０
）
な
ど
、
松
本

が
結
成
・
運
営
に
携
わ
っ
た
日
本
主
義
的
文
化
団
体
・
文
化
運
動
関
連
資
料
に
つ
い
て
も
、

警
察
庁
か
ら
移
管
さ
れ
た
資
料
の
中
に
複
数
存
在
し
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
警
察
大
学
校
旧
蔵
「
松
本
学
文
庫
」
の
一
部
に
相
当
す
る

資
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
調
査
を
期
待
し
た
い
。

　

「
米
国
か
ら
返
還
さ
れ
た
公
文
書
」
の
概
要
・
移
管
に
つ
い
て
は
、「
被
接
収
公
文
書
の

返
還
」、『
北
の
丸
』、
第
二
号
、
一
九
七
四
年
三
月
、
及
び
塩
満
正
哉
「
返
還
文
書
で
見
る

激
動
の
昭
和
二
十
年
」、
同
第
三
五
号
、
二
〇
〇
二
年
一
一
月
、
な
ど
に
詳
し
い
。

　

た
だ
し
、
接
収
資
料
の
全
て
が
日
本
に
返
還
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
現
在
も
米
国
議
会

図
書
館
に
は
、
特
高
警
察
関
係
の
文
書
・
名
簿
資
料
な
ど
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
上
山
和
雄
編
著
『
米
国
に
遺
さ
れ
た
要
視
察
人
名
簿 
―
大
正
・
昭
和
前
期
を

生
き
た
人
々
の
記
録
』、
芙
蓉
書
房
出
版
、
二
〇
二
二
年
、
に
詳
し
い
。

　

以
下
一
八
頁
一
段
落
目
ま
で
「
討
議
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
押
収
文
書
と
資
料
の
公
開
に

つ
い
て
」、『
歴
史
学
研
究
』
３
８
８
、一
九
七
二
年
九
月
、
二
五・二
九
頁
。

　

戦
時
下
に
お
け
る
公
文
書「
疎
開
」に
つ
い
て
は
、梅
原
康
嗣「
公
文
書
の
疎
開
と
復
帰
」、

『
北
の
丸
』
第
三
九
号
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
、
に
詳
し
い
。

　

代
表
例
と
し
て
は
、「
昭
和
十
一
年
・
皇
族
行
啓
警
備
干
係
・
宝
木
警
察
署
」（
返
青

０
９
０
０
５
０
０
０
）
や
、「
昭
和
６
年
出
版
物
発
売
頒
布
禁
止
書
綴
・
峰
山
警
察
署
」（
同

１
３
０
０
７
０
０
０
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

日
本
の
降
伏
に
前
後
し
て
、
各
省
庁
な
ど
で
行
わ
れ
た
公
文
書
の
焼
却
・
廃
棄
処
分
に

つ
い
て
は
、
前
掲
山
田
論
文
、
二
〇
～
二
二
頁
、
を
参
照
。

　

例
え
ば
松
井
茂
・
松
本
学
の
旧
蔵
資
料
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
警
察
大
学
校
図
書
館
で

個
人
文
庫
と
し
て
保
存
・
公
開
さ
れ
た
後
、
平
成
九
年
以
降
の
警
察
庁
か
ら
の
移
管
資
料

に
混
じ
っ
て
、
当
館
へ
移
管
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
松
井
・
松
本
は
、
敗
戦
当
時
内
務
省
を

既
に
退
官
し
て
お
り
、
か
つ
松
井
は
一
九
四
五
年
九
月
に
逝
去
し
て
い
る
。 

39404142434445



 

 

 

）

『
北
の
丸
』
第

号

国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
内
務
省
関
係
資
料
に
つ
い
て

そ
し
て
彼
ら
の
旧
蔵
資
料
の
中
に
は
、
松
井
茂
が
大
き
く
関
わ
っ
た
「
大
韓
帝
国
」
の 

51 50 49 48 47 46 警
察
組
織
の
関
連
資
料
（
注
３
５
参
考
）
や
、
松
本
学
が
大
き
く
関
与
し
た
文
化
団
体
・

文
化
運
動
の
関
連
資
料
（
注
３
８
参
考
）
な
ど
、
重
要
な
資
料
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
資
料
も
ま
た
、
何
ら
か
の
形
で
一
旦
省
庁
の
枠
外
に
出
た
こ
と
に
よ
り
、
敗
戦 

前
後
の
文
書
処
分
の
影
響
な
ど
を
免
れ
、
そ
の
後
警
察
大
学
校
へ
の
寄
贈
・
寄
託
と
当
館

へ
の
移
管
を
経
て
、
現
在
ま
で
残
り
得
た
と
言
え
よ
う
。

　

瀬
畑
源
『
公
文
書
を
つ
か
う
―
公
文
書
管
理
制
度
と
歴
史
研
究
―
』、
青
弓
社
、

二
〇
一
一
年
、
二
九・三
〇
頁
、
及
び
前
掲
中
村
論
文
、
二
七
頁
、
を
参
照
。

　

例
え
ば
、「
通
牒
原
議
」（
平
２
３
警
察
０
０
０
８
１
１
０
０
）
の
簿
冊
は
、
先
に
少
し

触
れ
た
内
務
省
の
残
務
処
理
機
関
で
あ
る
「
内
事
局
」
に
関
す
る
資
料
一
点
を
除
く
と
、

残
り
六
四
点
の
資
料
全
て
が
、
国
家
地
方
警
察
に
関
す
る
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
「
公
娼
制
度
廃
止
関
係
起
案
綴
昭
和
２
０
年
以
降
」（
同
０
０
１
６
６
１
０
０
）

の
簿
冊
は
逆
に
、
国
家
地
方
警
察
に
関
す
る
資
料
五
点
を
除
く
と
、
残
り
二
一
点
の
資
料

全
て
が
、
内
務
省
警
保
局
に
関
す
る
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

　

『
国
立
公
文
書
館
年
報
』
第
３
号
、
国
立
公
文
書
館
、
一
九
七
五
年
、
七
頁
。

　

「
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
目
録
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
」、
二
〇
二
〇
年
二
月
、

（https://www.archives.go.jp/inform
ation/pdf/m

okuroku.pdf
）。

　

安
藤
正
人
『
記
録
史
料
学
と
現
代 
―
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
科
学
を
め
ざ
し
て
』、
吉
川
弘
文

館
、
一
九
九
八
年
、
一
七
一
頁
。

　

本
誌
で
は
以
前
に
も
、
西
山
直
志
「
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
海
軍
人
事
関
係
等
資
料
の

検
索
手
段
」（
第
五
七
号
）
の
よ
う
に
、
当
館
所
蔵
資
料
に
対
し
て
の
検
索
手
段
の
構
築
・

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ツ
ー
ル
の
開
発
な
ど
を
試
み
た
論
稿
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
は
、
西
山
論
文
と
は
異
な
る
資
料
群
を
対
象
と
し
て
、
当
館
所
蔵
資
料
に
関
す
る

情
報
提
供
と
資
料
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
方
策
を
模
索
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿

も
ま
た
、
当
館
所
蔵
資
料
に
対
す
る
多
様
な
試
み
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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二
六

　

た
だ
し
、自
治
省
か
ら
移
管
さ
れ
た
地
方
行
政
関
連
資
料
（
例
…
「
諸
法
令
指
令
録
（
達
、

勅
令
、
省
令
）」（
昭
４
８
自
治
０
０
０
０
９
１
０
０
）
な
ど
、
件
名
目
録
が
存
在
し
な
い

資
料
は
、
簿
冊
一
点
を
資
料
一
点
と
カ
ウ
ン
ト
す
る
形
に
し
て
い
る
。

　

警
察
官
・
消
防
官
の
服
制
（
制
服
・
装
備
品
な
ど
）
規
程
を
改
正
す
る
際
は
、「
警
察
官

及
消
防
官
服
制
に
関
す
る
件
」（
平
９
警
察
０
０
１
８
２
１
０
０
―
０
６
２
）
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
警
察
・
消
防
を
一
括
し
た
形
で
の
改
正
が
建
議
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

こ
の
場
合
、
注
釈
な
ど
を
付
し
た
上
で
、
警
察
関
係
資
料
、
ま
た
は
消
防
関
係
資
料
に

分
類
す
る
、
も
し
く
は
「
服
制
」
関
係
資
料
と
し
て
新
た
に
分
類
す
る
と
い
っ
た
選
択
肢

が
あ
り
得
る
だ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
判
断
に
悩
む
所
で
は
あ
る
。
こ
う
し
た
事
例

の
よ
う
に
、
複
数
の
領
域
に
ま
た
が
っ
た
資
料
を
分
類
す
る
に
当
た
り
、
ど
の
よ
う
な
形

で
行
う
の
か
に
つ
い
て
は
、
中
々
に
難
し
い
部
分
も
あ
ろ
う
。

　

例
え
ば
、
二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
度
に
気
象
庁
か
ら
当
館
へ
と
移
管
さ
れ
た
資
料
の

中
に
、「
内
務
省
地
理
局
東
京
気
象
台
」
の
名
が
表
紙
に
記
さ
れ
た
資
料
が
存
在
し
て
い
る

（「
気
象
観
測
法
」、
明
治
一
九
年
一
月
。
令
５
気
象
０
３
５
８
１
１
０
０
）。
こ
の
よ
う
に

各
省
庁
か
ら
の
移
管
資
料
に
混
じ
っ
た
形
で
、
内
務
省
や
省
内
部
局
の
関
連
資
料
が
今
後

新
た
に
当
館
へ
と
移
管
さ
れ
る
可
能
性
は
、
十
分
考
え
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。（

調
査
員
） 
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https://www.archives.go.jp/information/pdf/mokuroku.pdf）。



